
第３期秩父市
地域福祉計画・地域福祉活動計画

平成 29年 3月

秩 父 市

秩父市社会福祉協議会





はじめに

近年「２０２５年問題」が大きくクローズアップされています。

約８００万人といわれる団塊の世代が２０２５年に７５歳を迎

え、これに人口減少と少子化が同時進行することにより、国民の

３人に１人が６５歳以上、５人に１人が７５歳以上という人類が

経験したことのない「超高齢社会」が到来します。「介護の担い

手不足」「受入れ施設の不足」「老老介護」「社会保障費の増大」

など、さまざまな問題が経験したことのない規模で到来します。

国も地方も総力を挙げて総合的に対策を講じていかなければな

りません。

このような中、秩父市では、未来永劫輝く「日本一しあわせなまち」を市民の皆さまととも

に手を取り合い、築きあげ、「豊かなまち、環境文化都市ちちぶ」を実現すべく、平成２８年

３月に「第２次秩父市総合振興計画」を策定しました。また、並行して「秩父市総合戦略」を

策定し、都市部への人口流出や少子化による人口減少と地域経済の縮小を克服すべく、総合的

に施策を推進しているところです。

「地域福祉計画」は、これらを上位計画とし、その目指す将来像を地域福祉の面から支える

市町村計画であり、福祉分野における、高齢者・障がい者・子ども（子育て世代）など対象者

ごとに策定した個別計画の上位計画として、障がいの有無や性別、年齢等に関係なくすべての

人を対象とした計画です。一方、市町村社会福祉協議会が定める「地域福祉活動計画」は、地

域福祉計画との整合性を踏まえ、社会福祉協議会による地域福祉に関する具体的な施策を定め

た計画です。

秩父市では、平成１９年３月に「秩父市地域福祉計画」を、平成２４年３月に「第２期秩父

市地域福祉計画」を策定し、地域福祉を推進してまいりました。一方、秩父市社会福祉協議会

では、平成１８年２月に「地域福祉活動計画」を、平成２５年３月に「第２期地域福祉活動計

画」を策定し、市の計画と整合性を図りながら福祉活動を推進してまいりました。

このたび、両計画が期間満了を迎えるにあたり、住民・行政・社会福祉協議会のそれぞれの

果たすべき役割を明確化し、計画の実効性を高めるため、両計画を一体的に策定しました。本

計画では、「いつまでも住み続けたい・日本一しあわせなまち・ちちぶ」を基本理念に掲げ、

市民の皆さまをはじめ関係者の皆さまと力を合わせ、地域福祉の一層の推進に努める所存です。

今後ともより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。

終わりに、この計画策定にあたり、貴重な御意見をいただきました策定委員会委員の皆さま

をはじめ、策定に携わった多くの関係者に心より厚くお礼申し上げます。

平成２９年３月

秩父市長・秩父市社会福祉協議会長
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第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

少子高齢化や核家族化によって「ご近所関係」の希薄化が進み、介護や子育て等を地域で互

いに助け合う力が弱まってきています。高齢者についてみると、ひとり暮らし世帯や、老老介

護や認認介護の状態となっている高齢者のみの世帯が増え、生活する上で起こる様々な問題を

自身の力だけで解決することに限界を迎えている人も少なくありません。また、就労の不安定

化に起因した生活不安や貧困の連鎖、仕事と生活の調和を乱す過酷なストレス等による自殺、

更には配偶者等への DV（ドメスティックバイオレンス）や高齢者、障がい者、幼児・児童へ

の虐待等、社会の問題は多種・多様化し、複合化する傾向もうかがえます。

このような背景のもとで、市民が安心し自立した生活を送るためには、日常の生活課題を早

期に発見し適切に解決することが必要ですが、自分や家族の力による「自助」では対処しきれ

ない様々な問題については、公的な福祉サービス「公助」とともに、地域住民・地域住民組織、

福祉に関する住民活動団体や NPO・社会福祉事業者等と行政が連携し、公助だけでは手が届

きにくい生活課題にもきめ細やかに対応する仕組み、いわゆる「互助・共助」の社会づくりを

進めることが、きわめて大切になっています。

秩父市では、人口の減少や高齢化率の上昇が続いています。また、中・長期的なビジョンを

もって地域の課題に的確に対応し、より豊かな市民生活を実現するために平成 28 年 3 月に策

定された第２次秩父市総合振興計画において、現状の人口推移が延長された場合、平成 27 年

から 37 年までの 10 年間で、人口は 65,741 人から 56,861 人へ 9 千人弱減少し、高齢化

率は 29.8%から 35.0％へとおよそ 5％上昇することが推計されています。介護など支援を

される側の増加のみならず、支援をする側の縮小を伴う高齢化率の上昇は、福祉活動にとって

より厳しい状況を招くこととなりますが、こうした高齢化の主因となっている、都市部への人

口流出や少子化の抑制に的を絞り、安定した雇用の創出や地域資源を活かした新たな人の流れ

の創出、若い世代の結婚・出産・子育てに関する希望への対応等を柱とした「秩父市総合戦略」

が第２次総合計画と同時に策定されました。

この「秩父市総合戦略」とまちづくり基本条例の理念及び基本原則の上に立ち、市民と行政

が力を合わせて、第 2 次総合振興計画が将来像として掲げた「豊かなまち、環境文化都市ちち

ぶ」の実現に向けた活動は、既に開始されています。

地域の課題は多く様々ですが、市の将来像を見据えた総合振興計画を基本に、その福祉分野

を支える個別計画として、また、市民が安心し自立した生活を送るために必要な、地域におけ

る福祉施策推進のための原点として、本計画の策定を行うものです。
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２ 地域福祉、地域福祉計画、地域福祉活動計画とは

社会福祉法第１条により、「地域における社会福祉」と定義されている「地域福祉」は、誰

もが住み慣れた地域で、安心した暮らしを続けられるようにするために、すべての住民と福祉

関係の事業者・団体と行政とが力を合わせて、地域における生活課題の解決に取り組む仕組み

です。この仕組みを具体的な形にまとめたものが、市町村が作成する「地域福祉計画」であり、

社会福祉協議会を中心に作られる「地域福祉活動計画」です。

地域福祉を推進すること及び地域福祉計画は、以下のとおり、社会福祉法第４条「地域福祉

の推進」及び第 107 条「市町村地域福祉計画」として規定されています。

社会福祉法より抜粋

（地域福祉の推進）

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活

動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構

成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に

参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

（市町村地域福祉計画）

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的

に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他

社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよ

う努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

ここで規定されているように、地域福祉計画は市町村が定める計画ですが、その策定

や変更にあたっては、住民や福祉団体等の意見を踏まえること、その内容には、地域福

祉を推進するための基礎的な事項を含めることが求められています。

また、「地域福祉活動計画」を中心的に策定する社会福祉協議会は、社会福祉法第 109

条で次のとおり規定されています。
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社会福祉法より抜粋

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の

区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを

目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営

する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあっては

その区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保

護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域

内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも

のとする。

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

４ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図

るために必要な事業

地域福祉計画では、市町村における地域福祉に関する全体的な仕組みが総合的にまとめら

れます。一方、地域福祉活動計画では、社会福祉協議会による地域福祉に関する具体的な施

策が個々に記述されます。地域福祉を推進する両輪として、両計画の密接な連携が重要であ

ることから、近年では下記に示す効果を狙い、2 つの計画を一体化した「地域福祉計画・地

域福祉活動計画」として策定することが多くなっています。

○取組みごとに、行政と社会福祉協議会の事業が併記されるため、相互の補完関係を直

接的に確認しながら、より効果的な事業設定が可能になること。

○事業評価の段階においても、実施結果の要因分析をよりきめ細かに行えること。
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３ 計画の位置づけ

本市においては、平成 23 年度までの「秩父市地域福祉計画」の後継計画として平成

24 年度から 28 年度までを計画期間とする「第 2 期秩父市地域福祉計画」と、同じく

平成 24 年度から 28 年度までを計画期間とする「秩父市地域福祉活動計画」が、それ

ぞれ推進されてきました。

「第 3 期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、「第 2 次秩父市総合振興計画」を

上位計画とし、その目指す将来像を地域福祉の面から支える個別計画である「地域福祉計画」

と、社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を今回一体化したものです。

また、今回の計画は、経済の低迷等の社会情勢の変化や社会福祉法の改正等を背景に、厚

生労働省から発出された以下の通知も踏まえて策定されています。

l 平成 26 年「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域

福祉支援計画に盛り込む事項」（厚生労働省社会援護局 社援発 0327 第 13 号）
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４ 計画の期間

「第 3 期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の計画期間は、下図に示すとおり、平

成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間とします。この期間に社会情勢や市の状況、関係

法制度等に著しい変化があった場合、必要に応じて見直しを行うこととします。

2021
H33

2012
H24

2013
H25

2014
H26

2015
H27

2016
H28

2017
H29

2018
H30

2019
H31

2020
H32

第2期秩父市地域福祉計画

秩父市地域福祉活動計画
第3期秩父市地域福祉計画・

地域福祉活動計画

秩父市総合振興計画 第1次 第2次

第2期
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５ 計画の策定体制

本計画の策定に先立ち、「地域福祉に関する市民意識調査」を行い、地域福祉に関する市

民の意識や要望・意見等を把握し計画策定のための基礎資料としました。

また、市内の福祉関係団体に対し、団体自身の運営や地域福祉における課題、今後の活動

推進のために必要とする支援等についてヒアリングを実施しました。

更に、市民の方、地域福祉に関して識見を持つ方、保健・福祉施設・社会福祉団体の関係

者からなる「秩父市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」を設置し、計画内容の検

討・協議を行いました。
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第２章 地域福祉をめぐる秩父市の現状と課題

１ 圏域について

本市は、埼玉県の北西部にあり、面積は 577.83 平方キロメートルで、埼玉県全体の約 15％

を占めています。また、市域の 87％は森林で、その面積は埼玉県の森林の約 40％に相当し、

ほとんどは秩父多摩甲斐国立公園や武甲・西秩父などの県立自然公園の区域に指定されている、

自然環境に恵まれた地域です。市を流れる荒川は、市の中心部を東西に区分し、東部の平坦部

分は市街地を形成し、商店街、住宅地などが集中しています。西部丘陵地帯にある平坦地は、

水田など農業用地が多くなっています。

気候は、太平洋側内陸性気候に属しおおむね温暖ですが、盆地であるため寒暖の差が大きく、

山地では夏季に雷雨が多く発生し降水量も多く、山岳地方では冬季にはかなりの積雪となりま

す。

このように、本市は人口が集中する地域や高齢化率の高い山間部など、特色が大きく異なる

地域で構成されていることから、地理的条件や日常生活等のつながりを考慮した上で、以下の

9 つの圏域を設定しています。

■圏域区分

※「中村町」と「大宮」は、中学校区が秩父第一と秩父第二に分かれているため、本計画策定にあ

たり実施したアンケート調査では、「中村町」は秩父第二、「大宮」は秩父第一で集計しています。

圏域名 地 区

秩父第一
宮側町、番場町、道生町、桜木町、金室町、永田町、柳田町、阿保町、大畑町

滝の上町、上宮地町、中宮地町、下宮地町、相生町、大宮（※）、大野原、黒谷

秩父第二
日野田町、野坂町、熊木町、上町、中町、本町、上野町、東町、中村町（※）、

近戸町、別所

高篠 山田、栃谷、定峰

影森 久那、上影森、下影森、和泉町、浦山

尾田蒔 寺尾、蒔田、田村

大田 太田、伊古田、品沢、堀切、小柱、みどりが丘

吉田 下吉田、吉田久長、吉田阿熊、上吉田、吉田石間、吉田太田部

荒川 荒川久那、荒川上田野、荒川日野、荒川小野原、荒川白久、荒川贄川

大滝 大滝、中津川、三峰
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２ 統計からみる市の現状

（１）人口、世帯数、世帯当たり人口の推移

国及び埼玉県と同様、市の人口も減少基調となっています。平成 28 年 1 月１日時点の総

人口は 65,311 人で、平成 23 年からの 5 年間で 3,707 人減少しました。年齢 3 区分別

にみると、0～14 歳までの年少人口が 1,081 人、15～64 歳までの生産年齢人口が 3,956

人、それぞれ減少している一方、65 歳以上の老年人口は 1,330 人増加しています。この

結果、全人口に占める老年人口の割合（高齢化率）は、徐々に上昇し、平成 28 年 1 月 1

日時点で 30.3％となりました。

総人口、年齢 3 区分別人口と高齢化率の推移

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（各年 1 月１日現在）
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また、人口が減少傾向である一方で世帯数は平成 25 年以降 26,300 世帯台を維持して

おり、結果として平成 23 年に 2.61 人であった世帯あたりの人口は、平成 28 年には 2.48

人と、0.13 人減少しました。

世帯数と世帯あたりの人口の推移

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（各年 1 月１日現在）
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（２）人口ピラミッド

年齢ごとに人口を表した人口ピラミッドは下図のとおりで、昭和 22 年～24 年に生まれ

た一般に「団塊の世代」と呼ばれる第１次ベビーブームの世代に男女とも最も大きい人口の

ピークがあり、その子どもたちの世代（第 2 次ベビーブームの世代）にやや小さな第 2 の

ピークが見られています。全国的には第 3 次ベビーブームに相当する人口のピークは明確で

はありませんが、本市の場合には 10 代後半にも小さいピークがあり、これが一つの特徴と

なっています。

人口ピラミッド

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（平成 28 年 1 月１日現在）
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（３）出生数・死亡数・合計特殊出生率の推移

市の出生数は年 400 人台で推移しています。一方、死亡者は年 850 人前後で推移して

おり、人口の自然増減は、毎年 400 人前後の減少となっています。

また、市の合計特殊出生率は、年々低下する傾向となっており、平成 22 年は県の出生率

を 0.2 上回っていましたが、平成 26 年ではほぼ同じ値になっています。

資料：埼玉県人口動態総覧

資料：埼玉県人口動態総覧
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（４）要支援・要介護認定者数の推移

高齢者人口の増加に伴い、要支援・要介護認定者の総数は年々増加する傾向にあり、平成

27 年度は全体で 3,454 人と、平成 23 年度から 442 人増加しましたが、被保険者に占め

る認定者の割合（認定率）は平成 25 年度以降 17％台前半で推移しています。

介護度別認定者数と認定率の推移

資料：高齢者介護課（各年度 3 月 31 日時点）

（５）障がい者数の推移

障がい者の状況を３障がい別に手帳保持者数の推移でみると、身体障害者手帳保持者は

2,500 人程度で安定している一方、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳保持者は、ゆる

やかに増加しています。

障害者手帳保持者数の推移

資料： 障がい者福祉課（各年度 3 月 31 日時点）
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また、平成 28 年 3 月 31 日時点での３障がいの手帳保持者数の等級区分別割合は以下の

円グラフに示したとおりとなっています。

【身体障害者手帳】 【療育手帳】 【精神障害者保健福祉手帳】

資料：障がい者福祉課

（６）ひとり親家庭等医療費支給状況の推移

平成 24 年以降のひとり親家庭等の医療費支給状況については、母子家庭は 600 世帯前

後、父子家庭は 58 世帯前後で大きな傾向はなく推移しています。

資料：こども課（各年 4 月 1 日時点）

（７）被保護世帯・人員の推移

被保護世帯数、被保護人員ともに徐々に増えています。平成 28 年の被保護世帯数は 551

世帯で、平成 24 年から 69 世帯、14％増加しています。

資料：社会福祉課（各年 3 月 31 日時点）

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

母子家庭世帯数（世帯） 610 612 584 598 594

父子家庭世帯数（世帯） 60 57 58 56 58

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

被保護世帯数（世帯） 482 531 539 547 551

被保護人員数（人） 652 717 733 749 753
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（８）町会運営世帯数・加入率の推移

町会加入率は 93％台を維持していますが、徐々に低下する傾向が見られています。

資料：総務課・埼玉県町（丁）字別人口調査（各年 1 月 1 日時点）

（９）民生委員・児童委員数の推移

民生委員・児童委員については、女性の委員が減少傾向にあるなか、男性委員が増加し

て補い、合計ではほぼ 200 人で安定して推移しています。

資料：社会福祉課（各年 4 月 1 日時点）

（10）社会福祉協議会の会員加入世帯数・加入率の推移

社会福祉協議会の会員加入世帯数は、平成 25 年をピークとして徐々に減少しています。

また加入率については、平成 26 年をピークとして低下傾向となっています。

資料：秩父市社会福祉協議会

（11）老人クラブ・子ども会の加入者数の推移

老人クラブの加入者数は、高齢者人口の増加とは逆に年々減少する傾向が続き、平成 28

年には 6,000 人を割り込んでいます。また、子ども会加入者も減少傾向にあり、平成 28

年の加入者は 5,509 人と、平成 26 年から 524 人減少しています。

資料：生涯学習課・秩父市社会福祉協議会

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

町会運営世帯数（世帯） 24,660 24,658 24,643 24,612 24,516

世帯数（世帯） 26,501 26,337 26,332 26,343 26,360

町会加入率 93.1% 93.6% 93.6% 93.4% 93.0%

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

男性（人） 84 86 91 92 93

女性（人） 115 115 109 107 107

合計（人） 199 201 200 199 200

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

加入世帯数（世帯） 21,126 21,426 21,412 21,096 21,000

加入率 80.3% 80.7% 81.4% 80.0% 79.6%

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

老人クラブ加入者数（人） 6,755 6,442 6,181 6,099 5,972

子ども会加入者数（人） ― ― 6,033 5,613 5,509
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（12）ボランティア、NPO の登録者数と団体数の推移

ボランティア登録数については、平成 24 年以降増加傾向です。特に個人の登録数の増

加が著しく、平成 28 年は平成 24 年の 3 倍を超える登録者数に達しています。

一方、NPO 法人登録数は、平成 25 年以降で大きな増減はありません。

資料: 生涯学習課・秩父市社会福祉協議会（各年 4月 1日時点）

（13）市民相談件数等の推移

相談件数は、消費生活相談件数が最も多く、平成 23 年から平成 25 年まで増加したの

ち、400 件台で安定した推移を示しています。また、相談件数は少ないものの、行政相談

や税務相談も、平成 23 年と平成 27 年を比較するとそれぞれほぼ 3 倍、4 倍となってい

ます。

資料:市民生活課・秩父市社会福祉協議会

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

ボランティア登録数（人） 24 37 58 73 78

ボランティア登録数（団体） 22 23 27 30 31

NPO 法人登録数（法人） 25 27 26 27 27

年 度 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

心配ごと等相談 7 2 4 4 1

市民相談 16 8 19 12 14

人権相談 4 8 19 6 10

消費生活相談 333 298 405 438 417

行政相談 10 33 24 26 29

登記相談 13 20 28 18 14

法律相談 203 212 203 208 191

税務相談 4 4 16 17 15

暴力相談 0 0 0 0 ―

行政手続相談 1 0 1 2 4

不動産相談 24 17 21 28 19

女性相談 3 2 0 0 0

労働・年金相談 7 7 9 0 2

公証相談 15 7 9 2 ―

合計 640 618 758 763 716
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（14）避難行動要支援者対象者数の状況

平成 25 年の災害対策基本法の改正に伴い、災害時要援護者と呼ばれていた方が「避難

行動要支援者」と定義され、自治体に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。

この名簿に掲載されている対象者数は、平成 28 年で 1,529 人となっています。

資料:社会福祉課

年 度 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

避難行動要支援者対象者

数（人）
－ － 2,012 1,812 1,529

一口メモ

「避難行動要支援者」

高齢者、障害者、乳幼児など、防災施策において特に配慮を要する

方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方。



17

３ アンケート調査からみる市民意識の現状

「第 3 期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動計画」策定の一環として、地域福祉に関する

市民の意識や要望・意見等を把握するための基礎資料を得るために、前回（平成 23 年）に

続き、市民意識調査を以下の内容で行いました。また、市内の福祉関係団体について、ヒア

リング調査もあわせて実施しました。

（１）調査の概要

本調査は、秩父市に在住の 20 歳以上の男女、2,000 人を対象として行いました。実施

概要及び回収結果は以下のとおりです。

調査対象者数

実施概要

回収結果

区 分 調査対象者数 調査対象

20 歳以上の男女 2,000 人 無作為抽出

項 目 詳 細

調査対象地域 秩父市全域

調査形式 アンケート調査

配布・回収方法 郵送

調査時期 平成 28 年 9 月 23 日～10 月 7 日

区 分 調査票配布数 有効回収数 有効回収率

20 歳以上の男女 2,000 1,001 50.1%
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（２）調査結果の概要

調査の結果を以下に示します。なお、以下の記載の中で、ｎは設問に対する回答者数を示

しています。

■回答者について

アンケートの回答者の年齢では 60 歳

代が 28.4％で最も多い年代となってい

ます。以下 70 歳代以上が 24.3％、50

歳代が 17.4％で続いており、全体でみ

た時の調査結果には比較的高齢者の意見

が強く反映されていると言えます。

回答者の年齢を圏域別にみると、20

歳代から 40 歳代までの割合が比較的多

いのは秩父第一と第二、高篠地区で、逆

に少ないのは大田、大滝地区で、特に大

滝地区では回答者の 8 割以上が 60 歳代

以上と、高齢者の割合が大きくなってい

ます。

※「全体」の n（回答者数）には圏域が無回答の人が含まれるため、圏域ごとの n の合計とは一致しません。
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9.6%

10.3%

6.7%

8.8%

9.8%

8.3%

11.8%

13.3%

13.6%

12.8%

9.6%

7.7%

10.0%

7.5%

13.4%

0.0%

17.4%

15.3%

19.7%

15.1%

22.8%

12.8%

30.0%

12.5%

20.7%

0.0%

28.4%

28.3%

21.1%

22.1%

28.9%

42.3%

36.7%

41.3%

22.0%

58.3%

24.3%

23.3%

28.6%

31.4%

19.3%

19.2%

16.7%

18.8%

29.3%

25.0%

0.4%

0.0%

0.5%

0.0%

0.9%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,001)

秩父第一(n=300)

秩父第二(n=213)

高篠(n=86)

影森(n=114)

尾田蒔(n=78)

大田(n=30)

吉田(n=80)

荒川(n=82)

大滝(n=12)

20歳代（n=83） 30歳代(n=95) 40歳代(n=118) 50歳代(n=174)

60歳代(n=284) 70歳以上(n=243) 無回答(n=4)
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回答者の家族構成について、単身世帯をみると全体では 9.3％ですが、尾田蒔地区では

3.8％と低く、逆に大滝地区では 25.0％と高く、単身で暮らす高齢者の存在がうかがえ

る結果です。

※「全体」の n（回答者数）には圏域が無回答の人が含まれるため、圏域ごとの n の合計とは一致しません。

■地域との関わりについて

「地域」と考える範囲は、平成 23 年に実施された前回調査と大きな違いが現れていま

す。前回、最も回答の割合が多かったのは「市全域」で、「隣、近所」が続き、「町会」

は 3 位でした。今回の調査では「町会」が 2 倍近く増えて最も多くなり、「市全域」や

「隣、近所」は減少しました。

「地域」を広く「市

全域」と捉えたり、逆

に「隣、近所」と小さ

く考える人が減り、そ

の中間となる「町会」

を地域と捉える人が

増えていると言えま

す。

【回答者の家族構成（圏域別）】

17.8%

35.9%

6.5%

4.8%

29.1%

2.6%

3.4%

28.6%

21.5%

5.9%

2.6%

35.0%

2.3%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40%

隣、近所の範囲

町会の範囲

小学校区の範囲

中学校区の範囲

秩父市全地域の範囲

その他

無回答

今回（H28)調査 (n=1,001)

前回（H23)調査 (n=1,158)

【地域と考える範囲（時系列）】

9.3%

10.3%

8.5%

7.0%

12.3%

3.8%

10.0%

11.3%

7.3%

25.0%

25.1%

28.0%

27.2%

22.1%

17.5%

29.5%

23.3%

21.3%

24.4%

16.7%

43.3%

40.3%

43.7%

41.9%

51.8%

41.0%

46.7%

47.5%

39.0%

33.3%

14.8%

14.3%

13.6%

18.6%

9.6%

21.8%

10.0%

16.3%

18.3%

0.0%

6.9%

6.7%

6.1%

9.3%

7.9%

3.8%

10.0%

3.8%

9.8%

16.7%

0.7%

0.3%

0.9%

1.2%

0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,001)

秩父第一(n=300)

秩父第二(n=213)

高篠(n=86)

影森(n=114)

尾田蒔(n=78)

大田(n=30)

吉田(n=80)

荒川(n=82)

大滝(n=12)

単身世帯（1人） 夫婦だけ（1世代世帯） 親と子（2世代世帯）

親と子と孫（3世代世帯） その他の世帯 無回答
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ふだんの近所の人とのつきあいの程度については、「立ち話をする程度のつきあい」と

の回答が 4 割で最も多く、次いで「あいさつをする程度のつきあい」、「家を行き来する

つきあい」となっています。これを前回調査と比較すると、「家を行き来するつきあい」

と「立ち話をする程度のつきあい」が減少する一方、「あいさつをする程度のつきあい」

と「ほとんどつきあいはない」が増加しており、近所づきあいが薄くなっている様子がう

かがえます。

一方、近所づきあいについての考えでは、「困り事があったら積極的に助け合いたい」

と「煩わしいこともあるが、助け合うことは必要」との、近所の人とのつきあいを積極的、

肯定的に考える人は 7 割以上に上っており、近所づきあいが「特に必要はない」と考える

人はほとんどいません。

16.3%

40.0%

36.3%

6.0%

1.5%

20.2%

42.2%

31.9%

4.4%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家を行き来するつきあい

立ち話をする程度のつきあい

あいさつをする程度のつきあい

ほとんどつきあいはない

無回答

今回（H28)調査 (n=1,001)

前回（H23)調査 (n=1,158)

【ふだんの近所づきあい（時系列）】

27.1%

46.4%

9.8%

12.7%

2.4%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

困り事があったら積極的に助け合いたい

煩わしいこともあるが、助け合うことは必要

世間話をする程度で十分

あいさつをする程度で十分

特に必要はない

無回答

【近所づきあいについての考え】 （n=1,001）
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住んでいる地域の問題や課題として「地域住民の減少・高齢化」を上げた人が全体の

65.4％と突出して多く、「医療体制」、「道路の整備」が 2 割台で続いています。

下表では、回答の割合が高かった上位 10 項目について、地区別での回答の割合を示し

ています。結果をみると、「医療体制」や「防犯対策」の回答率については比較的地域差

は少なく、「地域住民の減少・高齢化」、「公園など子どもの遊び場」、「買い物弱者対

策」、「古いしきたり」、「地域の人たちとのつきあい方」、「家庭介護力の低下」など

は、地域差が大きいことが分かります。

【住んでいる地域で感じる問題や課題（圏域別）】※複数回答

※「全体」の回答者数には圏域が無回答の人が含まれるため、圏域ごとの回答者数の合計とは一致しません。

住んでいる地域で困っていることや問題について、よいと思う解決法について、ほぼ 7

割の人は自身の問題として、「住民同士で」または「住民・地域・行政で協力して」解決

したいと回答しています。

【地域の困りごとを解決するためによいと思う方法】 （n=1,001）

17.4%

7.3%

16.9%

52.1%

1.9%

4.4%

0% 20% 40% 60%

自分たちの生活に関わることだから、

できるだけ住民同士で協力して解決したい

地域のことに熱心な人たちが考えてくれる

ので、その人たちに任せておきたい

行政に解決してもらえるように、

積極的に要求していきたい

住民・地域・行政で協力して解決したい

その他

無回答

全体
秩父
第一

秩父
第二

高篠 影森 尾田蒔 大田 吉田 荒川 大滝

地域住民の減少・高齢化 65.4% 58.0% 69.0% 75.6% 60.5% 60.3% 66.7% 75.0% 74.4% 91.7%

医療体制 24.4% 23.0% 25.4% 25.6% 21.9% 25.6% 20.0% 28.8% 25.6% 25.0%

道路の整備 23.6% 20.0% 21.6% 31.4% 27.2% 30.8% 26.7% 18.8% 26.8% 25.0%

公園など子どもの遊び場 18.9% 22.0% 14.1% 15.1% 28.9% 20.5% 20.0% 17.5% 11.0% 16.7%

防犯対策 17.7% 16.7% 17.8% 19.8% 21.9% 19.2% 10.0% 16.3% 14.6% 16.7%

買い物弱者対策 17.6% 14.7% 14.6% 24.4% 15.8% 17.9% 20.0% 23.8% 19.5% 58.3%

古いしきたり 17.4% 16.7% 10.3% 18.6% 11.4% 23.1% 20.0% 33.8% 19.5% 25.0%

地域の人たちのつきあい方 16.9% 18.3% 11.7% 19.8% 14.0% 20.5% 23.3% 20.0% 17.1% 8.3%

高齢者の生きがいづくり 15.5% 14.3% 16.0% 14.0% 16.7% 15.4% 16.7% 17.5% 14.6% 25.0%

家庭介護力の低下 13.4% 11.7% 16.0% 11.6% 10.5% 20.5% 23.3% 12.5% 9.8% 8.3%

回答者数（人） 1,001 300 213 86 114 78 30 80 82 12
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「避難行動要支援者制度」の周知は進んでいません。知っている人は 1 割未満に留まっ

ています。

■ボランティア活動について

ボランティア活動に参加経験のある人は 3 割以上います。また、現在ボランティア活動

に参加していない人のうちの半数は、条件が整えば活動に参加したいと回答しています。

現在、参加している, 

12.1%

以前に参加したこと

がある, 23.1%

参加したことがない, 

63.1%

無回答, 1.7%

1.9%

4.5%

14.6%

30.7%

27.5%

10.2%

2.8%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40%

ぜひ参加したい

友人などが一緒なら参加したい

時間ができたら参加したい

機会があったら参加したい

参加できない

参加したくない

その他

無回答

【ボランティア活動への参加経験】 （n=1,001）

【ボランティア活動に以前に参加、または参加したことがない人の参加意向】 （n=863）

【「避難行動要支援者制度」の認知度】 （n=1,001）

知っている, 9.2%

聞いたことはあるが

内容はよく知らない, 

27.2%

知らない, 63.2%

無回答, 0.4%
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■地域福祉の考えについて

地域生活で起こる問題に対して、住民相互の自主的な協力関係が必要と考える人は 8 割

近くいます。

また、住民同士が支え合う地域づくりに必要なこととして半数以上の人は、「地域の人々

が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」を上げ、「支えあう地域づくりに関する情報の

提供や意識啓発をすること」が続いています。お互いを知る機会づくりと、支えあいの地

域をつくることについての意識の醸成が重要視されているという結果です。

地域で安心して暮らし続けるために必要な、市民やボランティアなどによる支援活動と

しては、ひとり暮らし等の高齢者世帯や障がいのある人への声かけ、買い物・ごみ出しな

どの手助け、緊急時の連絡・応対、などの回答が多くなっています。

協力関係は必要だ

と思う, 77.3%

協力関係は必要だ

と思わない, 2.2%

わからない, 18.0%
無回答, 2.5%

【地域の問題に対する住民協力の必要性についての考え】 （n=1,001）

【住民同士が支えあう地域づくりのために必要と思うこと】※複数回答 （n=1,001）

55.3%

37.0%

26.0%

19.2%

2.4%

15.2%

1.9%

0% 20% 40% 60%

地域の人々が知り合い、

触れ合う機会を増やすこと

支えあう地域づくりに関する情報の

提供や意識啓発をすること

町会・区（隣組）の活動やボランティア

活動への参加をうながすこと

地域で活動するさまざまな団体

相互の交流を進めること

その他

わからない

無回答
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■福祉サービスについて

保健・福祉情報の入手元としては、「市の広報」、「町会・区の回覧」、「新聞・テレ

ビ」などが上位ですが、充実すべき情報提供方法としては、「市の広報」、「町会・区の

回覧」に続いて「病院などの医療機関」、「福祉・介護事業所」、「チラシ・パンフレッ

ト」などの回答が多くなっています。

53.8%

17.0%

17.3%

20.9%

27.1%

35.1%

16.7%

23.1%

39.6%

13.8%

7.2%

17.9%

2.1%

10.8%

5.2%

0% 20% 40% 60%

ひとり暮らし等の高齢者世帯や障がいのある人への声かけや話し相手

介護が必要な人や障がいのある人の短時間の預かり

乳幼児の短時間の預かり

子育てサロンなど子育て家庭の相談・仲間づくりの活動

高齢者が集えるサロンなどの活動

ひとり暮らし等の高齢者世帯や障がいのある人の買い物、ごみ出し等の手助け

ねたきり高齢者や障がいのある人のお世話

ひとり暮らし等の高齢者世帯や障がいのある人の庭の手入れや簡単な日曜大工

ひとり暮らし等の高齢者世帯や障がいのある人の緊急時の連絡・応対

福祉施設での手伝いや話し相手

点字や手話

寄付、募金への協力

その他

特にない

無回答

【地域で安心して暮らし続けるために必要な市民などの支援活動】※複数回答 （n=1,001）

【保健や福祉情報の入手元と情報提供を充実すべきもの】※複数回答 （n=1,001）

78.4%

12.0%

13.9%

12.3%

26.1%

5.0%

39.5%

24.2%

10.4%

23.2%

1.6%

8.0%

3.3%

1.7%

66.1%

17.1%

9.4%

20.2%

9.0%

10.1%

42.5%

31.0%

20.3%

2.6%

2.6%

3.1%

5.3%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市の広報

市のホームページ

インターネット

チラシ・パンフレット

新聞・テレビ

民生委員・児童委員

町会・区の回覧

病院などの医療機関

福祉・介護事業所

友人、知人

学校

近隣の人

団体等の広報

その他

保健・福祉情報の入手元

充実すべき情報提供方法
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■福祉に関する団体や制度の認知度について

秩父市社会福祉協議会、民生委員・児童委員とも、認知は進んでいません。特に、民生

委員・児童委員についての認知は、前回調査を行った平成 23 年から大きく後退していま

す。

また、「地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャルワーカー）」の認知度は

更に低く、名前も活動内容も知っている人は 1.6％で、6 割以上の人は「名前も活動内容

も知らない」と回答しています。

【秩父市社会福祉協議会の認知度（時系列）】

25.8%

26.3%

58.2%

60.0%

13.7%

11.2%

2.3%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H28)調査

(n=1,001)

前回（H23)調査

(n=1,158)

名前も活動内容も知っている

名前は聞いたことはあるが活動内容はよくわからない

名前も活動内容も知らない

無回答

【民生委員・児童委員の認知度（時系列）】

14.9%

25.5%

37.8%

30.8%

15.0%

13.4%

29.1%

26.5%

3.3%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H28)調査

(n=1,001)

前回（H23)調査

(n=1,158)

地域の民生委員・児童委員の名前も活動内容も知っている

地域の民生委員・児童委員の名前は知っているが活動内容はよく知らない

地域の民生委員・児童委員の名前は知らないが活動内容は知っている

地域の民生委員・児童委員の名前も活動内容も知らない

無回答

一口メモ

「地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャルワーカー）」

主に小地域単位（中学校区など）で、制度の狭間の課題も含めて、個別支援と社会資源を

つなぎ、地域の特性に応じた社会資源やサービスの開発を含めた地域支援を行う人。
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■結婚支援・少子化対策について

子育て支援・少子化対策を進めるうえで、今後、行政に充実してほしい施策としては、

「子育てと仕事が両立できる職場づくり」、「乳幼児医療費や保育料の負担軽減など経済

的支援」、「若者の就労支援」、「保育施設の整備」などが多く回答されました。

名前も活動内容も

知っている, 1.6%

名前は聞いたことは

あるが活動内容は

よくわからない, 

30.5%

名前も活動内容も

知らない, 64.6%

無回答, 3.3%

【地域福祉コーディネーターの認知度】（n=1,001）

【子育て支援・少子化対策として行政に充実してほしい施策】※3 つ選択（n=1,001）

22.2%

17.5%

32.2%

12.1%

23.5%

5.4%

19.1%

23.8%

41.7%

6.1%

11.4%

6.4%

3.2%

8.6%

12.6%

2.7%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

妊産婦や不妊治療への支援を充実する

小児医療体制や子どもの健康支援を充実する

乳幼児医療費や保育料の負担軽減など経済的支援を充実する

保育サービスを充実する

保育施設（保育所、学童保育室）の整備を進める

学校や家庭における教育を充実する

奨学金制度など教育費に対する支援を充実する

若者の就労支援を充実する

子育てと仕事が両立できる職場づくりを進める

子育てがしやすい住宅・居住環境を確保する

子どもが健全に育つ安心・安全の地域づくりを進める

子どもと地域の高齢者などとの世代間交流を進める

子育てに関する相談体制を充実する

子育てを地域全体で支援する地域づくりを進める

安心して子育てできる社会づくりのための普及啓発を進める

その他

無回答
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■これからの福祉のあり方について

市の福祉について感じていることでは、「普通」との回答が最も多くなっていますが、

前回調査結果と比較すると、全体に評価が低下しています。また、地域福祉を推進するた

めに必要なことでは、「地域ごとの福祉活動の拠点づくり」、「福祉情報の提供の充実」、

「学校教育における福祉教育の推進」、「住民と行政の協力」などの回答が多く得られま

した。

【市の福祉について感じていること（時系列）】※3 つ選択（n=1,001）

【地域福祉を推進するために必要なこと】※複数回答（n=1,001）

1.2%

6.6%

37.1%

13.7%

5.2%

0.5%

30.8%

5.0%

3.3%

6.9%

40.8%

12.1%

4.9%

0.9%

27.6%

3.5%

0% 20% 40% 60%

非常に進んでいる

やや進んでいる

普通

やや遅れている

非常に遅れている

その他

わからない

無回答

今回（H28)調査 (n=1,001) 前回（H23)調査 (n=1,158)

39.7%

29.1%

26.3%

42.5%

38.9%

43.5%

18.0%

19.0%

2.3%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

学校教育における福祉教育の推進

社会教育における福祉教育の推進

福祉意識を高める広報・啓発の強化

福祉情報の提供の充実

住民と行政の協力（協働）

市民が気軽に参加し、利用できる

地域ごとの福祉活動の拠点づくり

地域福祉活動を推進する地域リーダーの育成

ボランティア、NPO、コミュニティ活動への支援

その他

無回答
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４ ヒアリング結果からみる福祉団体の現状

市内の福祉に携わる団体へのヒアリングとして、予め質問を記載したヒアリングシートを

送付し、以下の 31 の団体から回答をいただきました。

回答内容は以下のとおりまとめられました。

活動上の課題

「会員の減少や人材の不足」と「会員の高齢化」を指摘した団体が特に多く、それぞれ

約 5 割と約 4 割の団体に上っています。その他では、活動に必要な「情報の不足」や「活

動時間の制約」などを、複数の団体が課題としています。

連携上の課題

連携上の課題を指摘した団体は少なく、内容では、相互理解の困難さや拠点の確保の問

題、活動対象者とその家族との関係の問題など、団体ごとに異なっています。

地域の福祉課題

3 割弱の団体が「高齢化や人口減少」を上げています。また「地域内のつながりの希薄

化や交流の少なさ」との回答も 1 割超の団体が指摘しています。その他では、「施設や居

場所の少なさ」、「子育てや子どもの貧困」、「交通インフラ、買い物難民」などが複数

の団体から回答されました。

団 体 名 団 体 名

秩父市社協在宅福祉員連合会 秩父地区更生保護女性会

秩父市赤十字奉仕団 秩父市聴覚障害者の会

秩父手話サークル NPO 法人作業所ケルン

紙ふうせん 秩父市老人クラブ連合会

秩父点字サークル てんとうむし 秩父手をつなぐ育成会

秩父市くらしの会 NPO 法人身体障害者福祉会ハート秩父

埼玉安全赤十字奉仕団秩父分団 秩父市障がい者団体連絡協議会

子どもの放課後を豊かにする会 社会福祉法人清心会さやかグループ

秩父市青少年育成協議会 社会福祉法人秩父市社会福祉事業団

ジョイハート 社会福祉法人秩父正峰会

パソコンボランティア秩父 社会福祉法人藤香会

大滝交通安全母の会 社会福祉法人秩父福祉会

埼玉骨髄バンク推進連絡会 社会福祉法人くわの実会

太田部の四季を楽しむ会 社会福祉法人みなの福祉会

秩父市交通安全母の会 傾聴ボランティアほっとラインちちぶ

Color's
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市や社協へのご意見・ご要望など

「施設整備」、「情報提供や PR など、活動への支援」、「研修会・講習会の実施」、

「他の地域での先進事例の調査」など、様々な回答がなされています。

質問内容ごとの主な回答は以下のとおりとなっています。

No. 質問内容 主な回答 （ ）内の数字は団体数

１ 団体の活動上の課題 ・会員の減少や人材の不足（15）

・会員の高齢化（12）

・情報の不足（4）

・活動時間の制約（3）

・運営資金（2）

・その他（住民の意識、低認知度など）

２ 連携関係上の課題 ・活動内容の違いや、内容の理解が進まない

・連携活動をするための拠点の確保が難しい

・活動対象者とその家族のギャップ

・需要と供給のマッチングがとれない

・地域の人とのつながりに課題

３ 地域の福祉課題 ・高齢化や人口減少（8）

・地域内のつながりの希薄化や交流の少なさ（4）

・施設や居場所の少なさ（3）

・子育てや子どもの貧困（3）

・交通インフラ、買い物難民（3）

・その他（地域が広く活動が中心部に偏る、介護職

の人材不足、民生委員との連携など）

４ 秩父市や市社会福祉協議会への

ご意見・ご要望・ご提案

・施設の整備

・活動への支援（情報提供や活動の PR など）

・研修会・講習会の実施

・他地域の先進事例の調査

・高齢者の健康づくり事業の推進

・社協活動内容の PR

・情報発信方法の工夫

・各種団体間の仲介
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５ 第 2 期計画の推進状況

（１）第 2 期の地域福祉計画の推進状況

第 2 期の地域福祉計画の事業の推進状況と今後の進め方について、担当部門による評価を

行いました。その結果、全体でほぼ 9 割の事業が「達成」または「概ね達成」と評価されま

したが、基本目標 2「地域を支えるネットワークづくりの推進」と基本目標 4「安心して生

活できる環境づくりの推進」では、未達成の事業の割合が 2 割を超え、課題を残す結果とな

っています。

また、今後の事業の進め方では、基本目標１「優しい心を育む福祉教育の推進」と基本目

標 2 で、事業の 15％程度が「見直し」となっています。

■第 2 期地域福祉計画（平成 24 年度～平成 28 年度）

【推進状況】

【今後の事業の進め方】

11.4%

0.0%

10.0%

11.5%

22.2%

80.7%

85.7%

75.0%

82.7%

77.8%

6.8%

14.3%

15.0%

3.8%

1.1%

1.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（事業数88）

基本目標1 （事業数7）

優しい心を育む福祉教育の推進

基本目標2 （事業数20）

地域を支えるネットワークづくりの推進

基本目標3 （事業数52）

自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進

基本目標4 （事業数9）

安心して生活できる環境づくりの推進

拡大 継続 見直し 非該当

21.6%

28.6%

15.0%

26.9%

0.0%

68.2%

57.1%

60.0%

71.2%

77.8%

10.2%

14.3%

25.0%

1.9%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（事業数88）

基本目標1 （事業数7）

優しい心を育む福祉教育の推進

基本目標2 （事業数20）

地域を支えるネットワークづくりの推進

基本目標3 （事業数52）

自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進

基本目標4 （事業数9）

安心して生活できる環境づくりの推進

達成 概ね達成 未達成
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（２）第 2 期の地域福祉活動計画の推進状況

第 2 期の地域福祉活動計画についても、事業の推進状況と今後の進め方について、担当部

門による評価を行いました。その結果、全体で 6 割の事業が「達成」または「概ね達成」、

残る 4 割の事業は「未達成」となりました。未達成は特に活動項目（3）「住民参加による

地域福祉の推進とまちづくり」と活動項目（4）「ボランティア活動への参加意識の向上」に

多くなっています。

また、今後の事業の進め方では、活動項目（5）「高齢者・障がい者事業の推進と展開」で、

「見直し・統合」が 2 事業ありますが、それ以外の事業は「拡大」または「継続」判断とな

っています。

■第 2 期地域福祉活動計画（平成 24 年度～平成 28 年度）

【推進状況】

【今後の事業の進め方】

14.3%

16.7%

0.0%

25.0%

0.0%

16.7%

78.6%

83.3%

100.0%

75.0%

100.0%

50.0%

3.6%

0.0%

16.7%

3.6%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（事業数28）

活動項目（１） （事業数6）

共に支え合う地域づくり事業の推進と質の向上

活動項目（2） （事業数3）

子育て・福祉教育支援事業の取り組み

活動項目（3） （事業数8）

住民参加による地域福祉の推進とまちづくり

活動項目（4） （事業数5）

ボランティア活動への参加意識の向上

活動項目（5） （事業数6）

高齢者・障がい者事業の推進と展開

拡大 継続 見直し 統合

10.7%

0.0%

66.7%

0.0%

0.0%

16.7%

50.0%

66.7%

33.3%

37.5%

40.0%

66.7%

39.3%

33.3%

0.0%

62.5%

60.0%

16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（事業数28）

活動項目（１） （事業数6）

共に支え合う地域づくり事業の推進と質の向上

活動項目（2） （事業数3）

子育て・福祉教育支援事業の取り組み

活動項目（3） （事業数8）

住民参加による地域福祉の推進とまちづくり

活動項目（4） （事業数5）

ボランティア活動への参加意識の向上

活動項目（5） （事業数6）

高齢者・障がい者事業の推進と展開

達成 概ね達成 未達成
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６ 地域福祉をめぐる秩父市の課題

各種の統計や市民アンケート、団体ヒアリング調査並びに第 2 期秩父市地域福祉計画、第

2 期地域福祉活動計画の推進状況などから、地域福祉を取り巻く市の現状と課題を、「地域

のつながり」、「高齢者・障がい者」、「子ども」、「地域福祉の推進」それぞれの切り口で整理

しまとめました。

（１）地域のつながりに関する課題

○アンケート調査では、「地域」として捉える範囲を「町会」とする人が、平成 23 年に

実施された前回調査から 2 倍近く増え、35％に達しています。また、町会加入率は 93％

台で安定して推移していること、地域生活で起こる問題に対して、住民相互の自主的な

協力関係が必要と考える人は 8 割近くに上ることなど、地域福祉の推進に向け、基礎的

な条件は整っていると言えます。

○ふだんの近所の人とのつきあいの程度については、「立ち話をする程度のつきあい」と

の回答が 4 割で最も多く、前回調査と比較すると、近所づきあいが薄くなっている様子

がうかがえます。しかし、その一方で、近所づきあいについて、「困り事があったら積

極的に助け合いたい」と「煩わしいこともあるが、助け合うことは必要」と、近所の人

とのつきあいを積極的、肯定的に考える人は 7 割以上に上っており、近所づきあいが「特

に必要はない」と考える人はほとんどいません。考えと実際の付き合いのギャップを埋

めることが課題のひとつです。

○地域福祉活動の中核を担う社会福祉協議会と民生委員・児童委員の認知は、広がってい

ません。社会福祉協議会の認知度は高まっておらず、前回調査と比較すると、「名前も

活動内容も知らない」人が増えています。

（２）高齢者・障がい者に関する課題

○市の 65 歳以上の高齢者の人口は年々増加しており、高齢化率も、平成 28 年には 30％

を超えました。高齢者のうち、要支援・要介護の認定者の割合である認定率は安定して

推移していますが、高齢者の人口が増えているため、総数は増加しています。

ヒアリングでも、3 割の団体が地域の課題として「高齢化や人口減少」を上げています。

○障がい者の状況を手帳保持者数の推移でみると、身体障害者手帳保持者は安定している

一方、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳保持者は、ゆるやかに増加しています。

○第 2 期地域福祉活動計画では、「高齢者・障がい者事業の推進と展開」において「ふれ

あいサロンの実施と充実」が未達成となっています。

○アンケート調査での、地域で安心して暮らし続けるために必要な、市民やボランティア

などによる支援活動として、「ひとり暮らし等の高齢者世帯や障がいのある人への声か

け」、「買い物・ごみ出しなどの手助け」、「緊急時の連絡・応対」、など高齢者や障がい

のある人に関する回答が多く、こうした意識を市民の協働により行われる継続的な活動

として具体的に定着させるための支援が、求められます。
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（３）子どもに関する課題

○15 歳未満の年少人口は、ゆるやかな減少傾向にあり、子ども会の加入者数も減少が進

んでいます。

○ヒアリングにおいて、ほぼ 1 割の団体が、地域の課題として「子育てや子どもの貧困」

を上げています。

○アンケート調査では、住んでいる地域の問題や課題として「公園など子どもの遊び場」

との回答が 18.9％で第4 位となりましたが、地域別にみると、秩父第一地区では22％、

影森地区では 28.9％と、荒川地区では 11％と、地域差が大きくなっています。

○子育て支援・少子化対策を進めるうえで、今後、行政に充実してほしい施策としては、

「子育てと仕事が両立できる職場づくり」が 4 割を超えて最も多く、次いで「乳幼児医

療費や保育料の負担軽減など経済的支援」が 3 割超、「若者の就労支援」、「保育施設の

整備」、「妊産婦や不妊治療などへの支援の充実」などが 2 割台と多く回答されました。

○子育て支援や少子化対策を、これらの市民の声に耳を傾けながら、推進することが重要

となっています。

（４）地域福祉の推進に関する課題

○アンケート調査では、地域福祉を推進するために必要なこととして、「地域ごとの福祉

活動の拠点づくり」、「福祉情報の提供の充実」、「学校教育における福祉教育の推進」、

「住民と行政の協力」などの回答が多く得られました。

○保健・福祉情報の入手元としては、「市の広報」、「町会・区の回覧」、「新聞・テレ

ビ」などが上位ですが、充実すべき情報提供方法としては、「市の広報」、「町会・区

の回覧」に続いて「病院などの医療機関」、「福祉・介護事業所」、「チラシ・パンフ

レット」などの回答に加え、市のホームページへの期待も高く、これらの市民目線を意

識した福祉情報の提供方法の検討が必要です。
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第３章 計画の概要

１ 秩父市の目指す地域福祉と基本理念

第 2 期秩父市地域福祉計画では、次の 3 つを「将来の地域像」として掲げ、その実現に向

け基本となる理念と目標を設定しました。

「安心して子どもを産み、みんなで子育てを支援する地域」、「すべての人が自身の能力を活

かし、自立して生活する地域」、「支え合いや助け合いの中で、みんなが安心して暮らす地域」。

そうした地域社会を示すこの「将来の地域像」は、「日本一しあわせなまち」につながってい

きます。従って、第 3 期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動計画では、基本理念を以下のとお

りとします。

将来の地域像

●家庭・学校・地域・行政等の連携により、子どもが人権を尊重され健やかに育っていま

す。また、性別や年齢にかかわらず、多くの地域の人が子育てにかかわり、地域の見守

り、助け合いの中で安心して子どもを産み育てています。

●すべての人が生活・活動しやすい環境づくりが進められ、障がい者は地域で主体的に生

活し、社会参加するとともに多くの職場で働き、高齢者は豊かな経験や知識を活かし、

自立して生活しています。

●地域では、多くの住民参加による支え合いや助け合いの仕組みができ、子どもや障がい

者、高齢者が適切で多様なケアを受け、住み慣れた地域で安心して暮らしています。

第 3 期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動計画

基本理念

いつまでも住み続けたい

日本一しあわせなまち ちちぶ
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２ 基本目標

基本理念のもとで具体的な施策を体系的に配置するために、基本目標を設定します。基本

目標は、基本理念を支える計画の柱となるものです。本計画では、事業の継続性を考慮し、

第 2 期秩父市地域福祉計画において設定された以下の基本目標を継承します。

市民一人ひとりに福祉についての理解を深めていただくことが、地域福祉の推進には欠か

せません。そのために、学校教育の場をはじめ、学校卒業後には生涯教育の一環として、福

祉を学ぶことのできる機会を提供します。

地域福祉は、地域の中で市民が共に支え合う「互助・共助」の取組みを核として展開され

る活動です。互助・共助の活動がしやすく、充実したものとなるよう、市民同士、市民と福

祉団体、福祉団体間などのつながりを強化します。

すべての市民の自立した生活を支えるため、福祉サービスの充実を図るとともに、サービ

スを提供する仕組みについても、市民が利用しやすい仕組み、安心して利用できる仕組みへ

と、その充実を図ります。

福祉に携わる人材や団体・事業者の育成を推進し、地域において、だれもが安心して生活

できる環境づくりを推進します。

基本目標１ 優しい心を育む福祉教育の推進

基本目標２ 地域を支えるネットワークづくりの推進

基本目標３ 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進

基本目標４ 安心して生活できる環境づくりの推進
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３ 施策の体系

基本理念

優しい心を育む
福祉教育の推進

基 本 目 標 基 本 方 針 施策の展開

地域を支える
ネットワーク
づくりの推進

自立を支え、
自ら生きるための
仕組みづくりの

推進

安心して
生活できる

環境づくりの推進

い
つ
ま
で
も
住
み
続
け
た
い

日
本
一
し
あ
わ
せ
な
ま
ち

ち
ち
ぶ

1  福祉教育の推進

1  市民主体による
地域を支える
ネットワークづくり

2  地域福祉を支える
団体との連携

1  生活環境づくりの推進

(1) 福祉教育の推進
(2) 生涯学習の推進
(3) 地域交流の推進

(1) 地域住民によるネット
ワークづくり

(2) 福祉活動拠点の整備
(3) 住民自治組織の活性化
(4) 地域包括支援ネット

ワークの構築

(1) ボランティア・NPO   
法人の活動の支援

(2) 各種団体との連携・協力

(1) 総合的な相談体制の充実
(2) 福祉・保健・医療との

連携・情報提供
(3) 高齢者本人を主役とした

介護予防の推進
（地域支援事業の推進）

(1) 地域の子育て支援
(2) 地域の障がい者支援
(3) 地域の高齢者支援
(4) 地域の健康づくり支援
(5) 地域の生活困窮者支援
(6) 地域連携体制整備の推進

(1) 福祉サービス苦情解決の
推進

(2) 日常生活自立支援事業の
推進

(3) 成年後見制度の利用支援

(1) 生活環境の整備
(2) 人材・福祉事業者の育成

の推進

1  福祉サービスの
適切な利用の推進

3  福祉サービス利用者の
権利擁護の推進

2  福祉サービス施策の
推進

１

2

3

4
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第４章 具体的取組み

基本目標１ 優しい心を育む福祉教育の推進

基本方針１ 福祉教育の推進

（１）福祉教育の推進

■現状と課題

支え合いが広がる地域をつくり、地域での福祉活動を広げるためには、子どもの頃から

福祉について学び、福祉を理解した人づくりが大切です。アンケート調査でも、地域福祉

を推進するために必要なこととして、約 4 割の人が「学校教育における福祉教育の推進」

を上げています。乳幼児期の家庭や保育園での福祉体験から、小・中学校での福祉教育の

推進が求められています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○家族の絆を大切にします。

○「福祉」について、地域で話をします。

○「地域福祉」に関する講演会や勉強会に参加します。

施 策 名 取組みの内容

乳幼児期の福祉教

育の推進

○家庭での福祉教育の推進

子どもの成長において、幼児期の家庭における生活環境は人格形

成に大きな影響を与えます。乳幼児期から親子の愛情による絆で結

ばれた家族とのふれあいを通じて、子どもが人に対する信頼感、豊

かな情操、思いやりの心を育む家庭での福祉教育を推進します。

○障がい児保育の充実

心身に障がいや発達に遅れ等のある保育に欠ける児童に対し、地

域の友だちと一緒に学び、多様な体験ができる機会を提供するため、

保育所をはじめ、学童保育室等の各種保育施設への受け入れを推進

します。

○子どもから高齢者までの異世代交流事業の推進

幼児、小学生、中学生、高校生及び高齢者などの各世代間での異

世代交流事業を行い、子育てを地域全体で支える意識を醸成してい

きます。
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施 策 名 取組みの内容

学校での福祉教育

の推進

○「総合的な学習の時間」等の充実

小・中・高校の児童生徒が、高齢者や障がい者との地域での日常

的な交流やボランティア活動、さらに施設訪問によるふれあい体験

などを通して、優しく豊かな人間性を育むことが期待できることか

ら、「総合的な学習の時間」等で充実した社会福祉体験活動を推進し

ます。

「総合的な学習の時間」の中で障がい福祉等が取り上げられるこ

とが増えているので、学校と連携し、積極的に福祉教育の授業に協

力します。

○交流教育及び共同学習の推進

障がいのある児童生徒の社会性、自立心の育成と、障がいに対す

る正しい理解と認識を深めるため、特別支援学級と普通学級との交

流の機会を拡充します。

障がいのある児童生徒が、心身の障がいに基づく種々の困難を克

服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、社会参加と

自立ができるよう教育の充実に努めます。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

乳幼児期の福祉教

育の推進

○ふれあいサロン活動への助成

高齢者・障がい者（児）及び子育て中の親などが、地域の中で孤

独にならないよう、誰もが気軽に参加できるサロンを社協支部で開

催した際の費用を助成します。

学校での福祉教育

の推進

○社会福祉協力校の指定

市内小・中学校を社会福祉協力校として指定し、児童生徒の体験

学習や校内環境整備を通し、また地域社会との連携を図り、福祉に

対する理解と関心を高め福祉の心を育成します。

○認知症サポーター養成講座の開催

認知症の方やその家族が、地域での生活を安全で穏やかに営むこ

とができるよう、１人でも多くの方に認知症のことを知っていただ

き、よき応援者になっていただくため、市と連携して、小中学生を

対象とした認知症サポーター養成講座を開催します。

○福祉体験教材の貸出

車いすや高齢者疑似体験セットなどを貸出し、体験してもらうこ

とで福祉意識の高揚を図ります。

○彩の国ボランティア体験プログラムの実施

ボランティア活動に興味や関心があっても、なかなかボランティ

アを始めるきっかけが得られなかった人に福祉施設等の協力を得な

がらボランティアを体験する機会を提供します。

一口メモ

「認知症サポーター」

認知症サポーターは、認知症に関する正しい知識と理解を

持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲で

手助けをする人です。

認知症サポーター養成講座を受け、認知症サポーターとな

った人は、平成 27 年 12 月 31 日時点で、全国に約 700

万人います。（厚生労働省）
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（２）生涯学習の推進

■現状と課題

地域福祉は、地域に住むすべての人が当事者となって活動を推進するものです。そのた

めには、学校を卒業してからも福祉について学び続けることが望まれます。そうした学び

の場が市や社会福祉協議会などから提供され、市民が積極的に参加して学び、学びの成果

が地域で生かされ、次のステップにつながっていく循環が生み出されることが大切です。

アンケート調査でも、地域福祉の推進のために社会教育の重要さを指摘した人はほぼ 3

割に上っています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○積極的に地域づくりのための研修や講座に参加します。

○研修や講座に参加して得た知識や経験を、地域づくりに活かします。

施 策 名 取組みの内容

生涯を通じた福祉

学習の推進

○公民館事業の充実

公民館の各種事業として地域福祉についての講座を設け、市民の

福祉への理解を深めるとともに、地域福祉活動やボランティア意識

を育てます。

○認知症サポーター養成講座の開催

認知症の方やその家族が、地域での生活を安全で穏やかに営むこ

とができるよう、１人でも多くの方に認知症のことを知っていただ

き、よき応援者になっていただくため、社会福祉協議会と連携して、

認知症サポーター養成講座を開催します。

企業等における福

祉学習の推進

○企業等におけるボランティア活動の推進

近年、積極的にボランティア活動を行う企業が増え、地域社会に

貢献しています。地域社会での市民と企業との交流を深める機会を

増やすとともに、企業内での福祉に対する意識をさらに醸成するた

めに、企業等における福祉の学習を推進します。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

生涯を通じた福祉

学習の推進／

企業等における福

祉学習の推進

○認知症サポーター養成講座の開催

認知症の方やその家族が、地域での生活を安全で穏やかに営むこ

とができるよう、１人でも多くの方に認知症のことを知っていただ

き、よき応援者になっていただくため、市と連携して、認知症サポ

ーター養成講座を開催します。

○あいサポート運動の推進

多様な障がいの特性、障がいのある方が困っていることや配慮な

どを学び、理解してもらうことで、ちょっとした手助けや配慮を実

践でき、障がいのある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）をつ

くれる人材を育成します。

一口メモ

「あいサポート運動」

愛情の「愛」、私の「I」、支え合いの「合い」に共通する「あい」と、

支える、応援する意味の「サポート」を組み合わせた「あいサポート

運動」は、障がいのある方を優しく支え、秩父市をはじめ横瀬町、皆

野町、長瀞町及び小鹿野町で「障がいを知り、共に生きる」取り組み

を行うものです。
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（３）地域交流の推進

■現状と課題

町会への加入割合も高く、地域生活で起こる問題を市民相互の自主的な協力関係で解決

することが必要と考える人、隣近所の付き合いを肯定的に考える人も多く、意識の面では

地域福祉推進の条件は整っていると言えますが、実際には地域での人と人のふれあいは浅

くなってきています。

市民同士が支え合う地域づくりのために必要なこととして多くの人が、「地域の人々が

知り合い、触れ合う機会を増やすこと」を上げ、「支えあう地域づくりに関する情報の提

供や意識啓発をすること」が続いていることから、お互いを知る機会づくりを行政や社会

福祉協議会が支援することが必要となっています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○一人ひとりが進んであいさつをします。

○世代間が交流する機会を、地域で積極的に作ります。

○地域で開催される交流のイベントや学習機会に、積極的に参加します。

施 策 名 取組みの内容

地域交流の推進 ○地域の歴史・文化・伝統芸能等の学習機会の充実

様々な民俗文化に彩られた秩父文化の豊かさと、相互に助け合い

育て合う秩父地域の環境の中で、子どもたちがお祭りなどで伝承さ

れている知識や技術、習慣や伝統、生きる力となる知恵を受け継ぎ、

豊かな人間性や社会性が身につくことができるふるさとを目指しま

す。そのために、地域の高齢者を招き、地域の歴史・文化・伝統芸

能や遊び等についての学習、あるいは、子どもたちの老人ホームへ

の訪問などにより、世代間の交流を推進します。

○市民・関係団体等を活用した自然体験活動の充実

市民や関係機関等の協力による、自然体験活動の機会の充実を図

ります。

○地域における市民主体の介護予防活動の育成・推進

誰でも一緒に参加することのできる市民主体の介護予防に資する

通いの場等の活動を支援し、人と人とのつながりを通じて、参加者

や通いの場が継続的に拡大していく地域づくりを推進します。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

地域交流の推進 ○地域情報交換会の開催

地域の福祉関係者を中心として地域福祉活動に関する情報交換を

する場を設け、地域における福祉ニーズを把握し、解決できる方法

を地域で考えられる仕組みづくりに取り組みます。

●地域情報交換会
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基本目標２ 地域を支えるネットワークづくりの推進

基本方針１ 市民主体による地域を支えるネットワークづくり

（１）地域住民によるネットワークづくり

■現状と課題

市民同士が支え合う地域づくりに必要なこととして、「地域で活動する様々な団体相互

の交流を進めること」と回答した人がほぼ 2 割いますが、個別支援と社会資源をつなぐ「地

域福祉コーディネーター」の名前も活動内容も知っている人は 1.6％しかおらず、ほとん

ど知られていない状況です。

これから更に高まることが見込まれる高齢者のケアのために、保健・医療・介護・福祉

が連携する地域包括ケアシステムの構築が急がれます。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○ひとり暮らしの方に、声をかけるようにします。

○困りごとやなやみごとを相談できる人をつくっておきます。

施 策 名 取組みの内容

地域での話し合い

の推進

○出前講座等を活用した集まる機会の創出

社会不安が増大する中、地域の生活課題も複雑化し見えにくくな

ってきていることから、地域の福祉問題に対してきめ細かく対応す

るには、そうした問題を日常の活動の中でいち早く発見し、解決し

ていく仕組みが求められています。

そのために、社会福祉協議会をはじめ関係機関と連携し、地域で

の話し合いの場を設けるなど地域の実情に応じた活動を推進し、市

民自らが身近な生活課題を地域の問題として捉え、積極的にかかわ

りを持ち、共に生き、共に助け合い、支え合うという市民意識を醸

成し、福祉の力を育みます。

地域での福祉活動

の推進

○ふれあいコール事業など、市民の主体的参加による福祉活動の充実

地域のひとり暮らし高齢者の見守りを市民が主体となって実施す

る「ふれあいコール事業」や、商店街が自らの営業と見守りを統合

した試みなど、地域の特色を活かした様々な地域福祉活動が展開さ

れています。

こうした活動が市内全地域で実施されるためには、地域福祉活動

を担う市民の組織化とともに、地域の実情やニーズに合った各種事

業が展開されることが必要です。

社会福祉協議会や各町会が中心となって、地域の状況を十分把握

しながら推進する市民の主体的参加による地域福祉活動の拡大や充

実を、市は支援していきます。
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地域ネットワーク

づくりの推進

○地域の実情に応じたネットワークの構築

各町会をはじめ、民生委員・児童委員、老人クラブ、健康推進員、

在宅福祉員、食生活改善推進員、赤十字奉仕団などが日常の地域福

祉活動を実践しています。その中で発見された身近な問題を速やか

に解決する組織としては、広範囲に活動しているボランティアや

NPO 法人、地域での高齢者の介護に関する相談や必要なサービス

が受けられるよう、関係機関と調整を行う地域包括支援センターや

在宅介護支援センター、障がい者の生活を支援している地域支援セ

ンター、地域の多様な社会資源である社会福祉施設、医療機関、事

業者などがあり、消防署、交番、駐在所などの行政機関との連携・

協力が期待されています。さらに、地域に密着している企業、商店

街、郵便局、金融機関などが地域社会の一員として、施設などを地

域社会に提供したり、従業員自ら福祉活動に参加するなど、地域と

連携・協力を図ることが期待されています。

社会福祉協議会をはじめ、関係機関と連携し、地域の実情に応じ

た地域ネットワークづくりを推進します。

○ちちぶ版地域包括ケアシステムの推進

秩父地域１市 4 町の保健・医療・介護・福祉の関係者と町会や民

生委員・在宅福祉員等地域の皆さんと警察や消防・行政が連携した

「ちちぶ版地域包括ケアシステム」を推進します。

○地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャルワーカー）・

生活支援コーディネーターの養成・配置

地域福祉や介護保険、介護予防などにおける地域ネットワークづ

くりの中核となる地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシ

ャルワーカー）や生活支援コーディネーターを養成・配置します。

一口メモ

「生活支援コーディネーター」

地域における高齢者の生活支援や介護予防サービスの体制整備の推進を目的として、サー

ビスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすために配置される法人または個

人のこと。
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市町村域
行政

地域福祉コーディネーター
コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

民生委員・児童委員

中学校区

町会・小学校区

支援を
必要とする人

既存の
支援機関や
仕組み

新たな
支援の仕組み

地域の福祉課題
解決力向上

ネットワークづくり

個別
支援

社会資源
につなぐ

地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャルワーカー）の役割イメージ

小
地
域

行政への提言

見守り・
発見

新たなサービス
の開発
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

地域での話し合い

の推進

○地域情報交換会の開催

地域の福祉関係者を中心として地域福祉活動に関する情報交換を

する場を設け、地域における福祉ニーズを把握し、解決できる方法

を地域で考えられる仕組みづくりに取り組みます。

地域での福祉活動

の推進

○地域福祉活動交付金の配分

社協支部に対し、様々な地域福祉事業を推進してもらうための交

付金を配分します。

○共同募金活動支援交付金の配分

町会に対し、地域福祉推進事業の一助として交付金を配分します。

○小地域福祉活動促進事業の運営費補助

社協支部や町会が高齢者・障がい者（児）・児童等を対象に斬新で

独創的な地域福祉の充実を図る事業に対し、運営費補助金を交付し

ます。

○ふれあいサロン活動への助成

高齢者・障がい者（児）及び子育て中の親などが、地域の中で孤

独にならないよう、誰もが気軽に参加できるサロンを社協支部で開

催した際の費用を助成します。

地域ネットワーク

づくりの推進

○地域情報交換会の開催

地域の福祉関係者を中心として地域福祉活動に関する情報交換を

する場を設け、地域における福祉ニーズを把握し、解決できる方法

を地域で考えられる仕組みづくりに取り組みます。
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（２）福祉活動拠点の整備

■現状と課題

アンケート調査では、地域福祉を推進するために必要なこととして、「地域ごとの福祉

活動の拠点づくり」は最も多い回答となっています。地域福祉を効果的に推進するため、

地域ごとの特性を踏まえ、地域が必要としている活動に対応する拠点の整備が求められま

す。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○公民館など地域の拠点を有効に使います。

○地域の拠点を活用して、交流の機会となる集いや行事を企画します。

施 策 名 取組みの内容

福祉活動拠点の整

備

○公民館や福祉施設などを有効活用した活動拠点づくりの推進

すべての市民が、地域福祉活動の担い手として福祉の力となるこ

とが求められている中で、地域の福祉活動が継続的に発展していく

ためには、市民が自主的に参加しやすく、いつでも話し合いや情報

交換ができる活動拠点が地域にあることが重要です。また、地域ネ

ットワークの構成員などが定期的に市民の相談を受けたり、地域の

福祉活動や問題を話し合うなどの場も求められています。

地域の既存施設のあり方を地域福祉の視点から見直し、地域の公

民館やコミュニティセンター、福祉施設の会議室、空き店舗を有効

活用するなど、地域の実情に応じた活動拠点づくりを推進します。
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（３）住民自治組織の活性化

■現状と課題

市の町会加入率は 90％を超える極めて高いものとなっています。ほとんどすべての市

民が町会に加入しているという、このしっかりとした基盤は、地域における福祉活動を進

めるために貴重で大切な財産となります。この財産があることにより、市民の自治組織へ

の支援がいっそう効果的に活かされ、地域における福祉活動が活発に展開されることが期

待されます。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○地域の交流活動に積極的に参加して、気心の知れた仲間を増やします。

○地域の仲間と、趣味やスポーツなどを楽しみます。

○地域の問題をどうしたら解決できるか、仲間と話し合います。

施 策 名 取組みの内容

住民自治組織の活

性化

○町会活動の充実

住民自治組織は市民が、安心して豊かな生活を営むために、ふだ

んから市民が協力し合って築いていく組織で、その役割はこれから

ますます重要となります。

地域における人と人とのつながりが薄れたことから起こる様々な

社会問題や社会不安を、市民一人ひとりが自分のこととして考え、

共に助け合い、支え合う行動が求められており、そのために地域福

祉活動の基盤である町会活動の充実が図られるよう、支援をしてい

きます。

○民生委員・その他福祉関係団体等との連携強化

町会だけでは担うことが難しい、地域福祉活動の充実のための活

動については、地域の民生委員・児童委員、老人クラブ、健康推進

員、在宅福祉員、食生活改善推進員、赤十字奉仕団など関係団体等

との連携・協力を強めるなど、組織の活性化を推進します。

○出前講座等を活用した介護予防活動の普及・啓発

市職員を地域に派遣して介護予防の出前講座を開催し、介護予防

活動の普及・啓発を行うとともに、それを契機とした住民自治組織

の活性化を進め、共に助け合い、支え合える地域づくりを推進しま

す。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

住民自治組織の活

性化

○地域福祉活動交付金の配分

社協支部に対し、様々な地域福祉事業を推進してもらうための交

付金を配分します。

○共同募金活動支援交付金の配分

町会に対し、地域福祉推進事業の一助として交付金を配分します。

○小地域福祉活動促進事業の運営費補助

社協支部や町会が高齢者・障がい者（児）・児童等を対象に斬新で

独創的な地域福祉の充実を図る事業に対し、運営費補助金を交付し

ます。

○ふれあいサロン活動への助成

高齢者・障がい者（児）及び子育て中の親などが、地域の中で孤

独にならないよう、誰もが気軽に参加できるサロンを社協支部で開

催した際の費用を助成します。

●いきいきふれあいサロン
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（４）地域包括支援ネットワークの構築

■現状と課題

高齢者が、可能な限り住み慣れた地域での生活を維持できるよう、団塊の世代が後期高

齢者となる平成 37 年度に向けて、在宅医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築を早期に実現する必要があります。

また、秩父地域は介護サービスや医療の受診状況等が秩父郡市全域にわたるケースが多

いため、秩父地域（秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）の保健・医療・介護・

福祉の関係者、町会や民生委員・在宅福祉員等地域の皆さん、また警察や消防・行政が連

携した「ちちぶ版地域包括ケアシステム」の構築を進めます。この構築にあたっては、高

齢者も支え手の一人として社会参加を進め、世代を越えて市民がともに支え合う地域づく

りを目指します。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○市の広報などを読み、地域包括ケアシステムについて理解します。

○地域で、地域包括ケアシステムについて話をし、情報を知る人を広げます。

施 策 名 取組みの内容

地域包括支援ネッ

トワークの構築

○「ちちぶ版地域包括ケアシステム」の構築

高齢者支援を進めるネットワークとして「ちちぶ版地域包括ケア

システム」を構築し、秩父地域 1 市 4 町の保健・医療・介護・福祉

の専門職や市民・行政等が連携を深め協力体制を整えます。市町単

位のケア会議や市町を超えて横断的に構成するケア会議をとおし

て、多職種の専門職が連携を図りながら、地域の課題を解決し、秩

父地域全体で高齢者の支援を進めます。
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基本方針２ 地域福祉を支える団体との連携

（１）ボランティア・NPO 法人の活動の支援

■現状と課題

アンケート調査では、地域福祉を推進するために、「ボランティア、NPO、コミュニテ

ィ活動への支援」が必要であるとの回答がほぼ 2 割あります。また、現在ボランティアに

参加していない人のうちの半数の人は、条件が整えば活動に参加したいとの意欲をお持ち

です。そうした市民の意欲に応え、ボランティアを育成したり、ボランティア団体間を調

整したりすること、また NPO 法人の活動を支援することは、地域福祉活動をより活性化

させるために重要な取組みとなっています。

■地域が取り組むこと

■社会福祉協議会が取り組むこと

○経験を活かして、社会貢献活動をしてみます。

○ボランティア養成講座などに、積極的に参加します。

○ボランティアセンターの広報紙を読み、ボランティア活動について知ります。

○ボランティア活動が必要な時には、ボランティアセンターに相談します。

施 策 名 取組みの内容

ボランティアセン

ターの機能強化

○ボランティアセンター広報紙の発行

ボランティアセンターや登録団体等が行っている活動内容の周

知・紹介をします。

ボランティア連絡

協議会の充実

○ボランティア団体連絡会の開催

ボランティア団体同士の情報交換やイベント企画等を通してお互

いの理解を図り、活動に対してモチベーションが高められるような

関係を築きます。

○ふれあいフェスタの開催

ボランティア団体の中で会員の増員や活動発表の場の提供、団体

同士の交流が図れるようなイベントをボランティア団体連絡会のメ

ンバーを中心に企画・開催します。

ボランティアの

育成

○彩の国ボランティア体験プログラムの開催

ボランティア活動に興味や関心があっても、なかなかボランティ

アを始めるきっかけが得られなかった人に福祉施設等の協力を得な

がらボランティアを体験する機会を提供します。

○ボランティア関連講座の開催

専門別ボランティア養成講座をニーズに対応しながら実施し、実

践活動に結びつけます。

NPO 法人活動の

支援

○福祉・ボランティア活動車両貸出

NPO 法人やボランティア団体などが行う事業活動に対し必要に

応じて車両を貸出し、一層の活動推進を図ります。
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（２）各種団体との連携・協力

■現状と課題

市内では、民生委員・児童委員、健康推進員、食生活改善推進員、赤十字奉仕団、在宅

福祉員など、多くの団体が福祉活動を展開しています。そうした団体との連携・協力を図

りその活動を支援することは、市の福祉活動の充実のために極めて重要であり、積極的な

取組みが求められます。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○市内の福祉団体とその活動内容について理解します。

施 策 名 取組みの内容

民生委員・児童委

員との連携・協力

の推進

○各種ボランティア団体との連携・協力体制の強化

民生委員・児童委員は、地域の市民を直接把握し、要介護高齢者

や障がい者と行政や社会福祉協議会などとのパイプ役として、また、

本市の地域福祉の中心的な担い手として、高齢者世帯の見守り活動

や各種相談、子どもたちへの支援活動を実施しています。民生委員・

児童委員活動を促進するために、今後も町会や社会福祉協議会、各

種ボランティア団体相互の連携協力体制の強化を図ります。

健康推進員との連

携・協力の推進

○地域の健康づくりの推進

行政と地域のパイプ役である健康推進員を支援・育成し、地域の

健康づくりとして健康座談会、広報紙の発行、保健センターまつり

の実施などを推進します。

○検診（健診）の受診率向上

生活習慣病の予防・早期発見を目的として、特定健康診査やその

他がん検診の受診率向上のため、健康推進員等による受診の声かけ

を実施します。

食生活改善推進員

との連携・協力の

推進

○食に関する意識の向上

生活習慣病予防教室・伝承料理講習、親子クッキング、食育推進

などを実施しています。今後も食に関する意識の向上を図るため、

食生活改善推進員と連携・協力を図り、その活動を支援します。

赤十字奉仕団との

連携・協力の推進

○献血・募金活動への協力体制の強化

赤十字奉仕団は、災害時に備えての訓練、献血事業への協力、募

金活動などを実施しています。今後も赤十字奉仕団との連携・協力

を図り、その活動の促進を図ります。



56

■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

民生委員・児童委

員との連携・協力

の推進

○生活福祉資金・福祉資金貸付事業の実施

秩父市福祉資金、生活福祉資金により支援が必要とされる世帯に

対し貸付を行います。

○地域情報交換会の開催

地域の福祉関係者として参加してもらい、地域福祉活動に関する

情報交換をする場を設け、地域における福祉ニーズを把握し、解決

できる方法を地域で考えられる仕組みづくりに取り組みます。

在宅福祉員との連

携・協力の推進

○シルバー独身者会食等・茶話会の実施協力

70 歳以上のひとり暮らし高齢者が地域とつながり、孤独感の解

消を図ながら外出の機会を促す会食等・茶話会の実施を協力します。

○地域情報交換会の開催

地域の福祉関係者として参加してもらい、地域福祉活動に関する

情報交換をする場を設け、地域における福祉ニーズを把握し、解決

できる方法を地域で考えられる仕組みづくりに取り組みます。

秩父市で行われている先進的取り組みをご紹介します！ その１

「ボランティアバンクおたすけ隊」（みやのかわ商店街振興組合）

元気な高齢者を中心とするボランティアが、援助の必要な高齢者、障害者、子育て中の人などの

買い物代行や掃除、庭の手入れなどを支援するしくみとして、平成 19 年に始まりました。

利用者は購入した 1 時間 800 円のチケットを謝礼として仲介するみやのかわ商店街に渡し、ボ

ランティアは２時間分のチケットで市の商品券「和同開珎」と交換して買物をすることができます。

① 高齢者等の日常生活の安心確保

② 元気な高齢者の介護予防

③ 商店街の活性化

の一石三鳥で、県の「地域支え合いのしくみ」のモデルとなっています。
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基本目標３ 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進

基本方針１ 福祉サービスの適切な利用の推進

（１）総合的な相談体制の充実

■現状と課題

アンケート調査で、保健・福祉情報の入手元として、「市の広報」を上げた人が 78.4％

で最も多く、「町会・区の回覧」が 39.5％、「新聞・テレビ」「病院などの医療機関」「友

人、知人」が 20％台で続いています。

一方、充実すべき情報提供方法として現状よりも高い割合で回答されたのは、「市のホ

ームページ」「チラシ・パンフレット」「民生委員・児童委員」「町会・区の回覧」「病院な

どの医療機関」「福祉・介護事業所」などで、特に「民生委員・児童委員」と「福祉・介

護事業所」は、回答率が現在の入手元の 2 倍となっており、今後に大きな期待が寄せられ

ています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○町会役員や地域を担当する民生委員・児童委員との交流を持ちます。

○様々な会合などで、地域の人たちに情報を伝えます。

施 策 名 取組みの内容

地域の相談体制の

充実

○民生委員・児童委員の識見向上

民生委員・児童委員は、最も身近な相談者として市民の立場に立

ち、地域社会で相談・支援などの福祉活動に貢献しています。社会

不安が増大する中で、だれもが安心して暮らせる地域社会の実現に

向けての「地域福祉の推進役」として期待されています。また、日

常的に市民が気軽に相談ができるように心がけることが求められて

いることから、研修等による相談対応などの向上を図ります。

○専門機関等との連携強化

相談に対して、適切に福祉サービスを結びつけていくことが必要

なため、地域包括支援センターや在宅介護支援センター、障がい者

総合支援センターや生活支援センター、家庭児童相談員、子育て支

援センター、小中学校のさわやか相談員、主任児童委員などの専門

機関等との連携が円滑に行える環境づくりを推進します。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

生活困窮者自立相

談支援機関の充実

○相談支援体制の充実

支援を必要とする人の早期把握、早期支援につながるよう、相談

支援員や就労支援員など自立相談支援機関のスタッフの確保・充実

を図ります。

○他部署及び他機関との連携強化

支援を必要とする人の早期把握、早期支援、ニーズに応じた支援

が計画的かつ継続的に行えるよう、庁内各部署や教育委員会、学校、

ハローワーク、民生委員・児童委員、町会、社会福祉協議会など関

係機関との連携強化を図ります。

地域の福祉施設の

活用

○市民が相談しやすい環境づくりの推進

地域には、社会福祉法人などが運営する高齢者や障がい者の入所

施設、さらに保育所や心身障がい者のための日中活動の場など、様々

な通所施設があります。それぞれの施設には、在宅での様々な課題

に対応できる専門的技術を持っている専門職員がいることから、市

民の相談に応じる有効な社会資源として期待されており、一方、施

設の側にとっても、市民に親しまれ支持されることは、重要なこと

です。

そうした地域の福祉施設を有効に活用できるよう、社会福祉法人

をはじめとする福祉施設の理解を得て、市民が相談しやすい環境づ

くりを推進します。

施 策 名 取組みの内容

地域の相談体制の

充実

○心配ごと相談・結婚相談の開設

市民の困りごとに対し、身近な相談窓口として心配ごと相談を実

施します。また、結婚を希望する方により多くのであいの機会が提

供できるよう、結婚に関する相談窓口を開設します。
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（２）福祉・保健・医療との連携・情報提供

■現状と課題

団塊の世代が高齢者に加わり、当面、高齢者や後期高齢者の人口は増加を続けることが

見込まれています。そうした高齢者の地域での自立した生活を支えるために、福祉サービ

スに関する情報に加えて、適切な福祉サービスの選択につながる、サービス提供事業者に

関する情報が、サービスを利用する市民に分かりやすく提供される必要があります。

また、福祉サービスだけで解決することが困難な問題に対応するため、保健や医療など

のサービスと連携し、包括的にケアを行う地域包括ケアシステムの構築が急がれています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○市の広報紙やホームページを読み、福祉・保健・医療の連携に関する情報を入手します。

○入手した情報について、地域の人と話をして共有します。

施 策 名 取組みの内容

分かりやすい情報

の提供

○ホームページ等を活用した情報提供の充実

利用する市民に合った福祉サービスを、自ら選択し利用するため

には、事業者のサービス内容などの情報が適切に提供されることが

必要です。また、地域で自立して生きるためには、福祉サービスに

とどまらず保健や医療のサービスを含めた分かりやすい情報がいつ

でもどこでも入手でき、活用できることが必要です。

利用する市民が福祉サービスなどの情報を入手しやすく、有効に活

用できるよう、高齢者、障がい者、子育て等保健福祉に関する情報

について、市のホームページを積極的に活用するなど、分かりやす

い情報の提供に努めます。

事業者の情報公開

の推進

○情報公表制度の推進

利用者が様々な状況に応じた適切な福祉サービスを選択するため

には、事業者のサービスの質の向上や経営の透明性が必要です。そ

のためには、事業者が積極的に事業内容の情報を開示するとともに、

「第三者評価事業」が実施されるよう、事業者に働きかけます。

また、市が実施する社会福祉法人の指導監査についても、その結果

を開示します。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

福祉・保健・医療

の連携推進

○ちちぶ版地域包括ケアシステムの推進

秩父地域１市 4 町の保健・医療・介護・福祉の関係者と町会や民

生委員・在宅福祉員等地域の皆さんと警察や消防・行政が連携した

「ちちぶ版地域包括ケアシステム」を推進します。

○市民及び多職種連携の強化

市民が地域で自立した生活を送るためには、福祉サービスだけで

解決することが難しい事例は多くあり、保健や医療などのサービス

も含めた総合的対応が求められることから、サービスを調整する仕

組みが必要です。

要介護及び要支援の高齢者に対しては、居宅介護支援事業所の介

護支援専門員（ケアマネジャー）や地域包括支援センターの職員等

が福祉・介護・保健・医療の各種サービスを調整するケアマネジメ

ントを実施しています。

児童虐待や配偶者からの暴力などに関しても、要保護児童対策地

域協議会をはじめ、様々な分野の関係機関や専門職などとの連携を

図り、総合的な支援に努めます。

また、支援を要する人にいかに福祉サービスを提供するかという

視点だけでなく、高齢者にあっては、健康づくりや活発な社会参加

を通して「閉じこもり」や「認知症」などを防ぐ『介護予防』とい

う視点からも、保健や医療を含めた様々な分野との連携を推進しま

す。

施 策 名 取組みの内容

分かりやすい情報

の提供

○ホームページの開設

事業の紹介・案内・報告を行い、活動を知っていただきます。

○社協だよりの発行

広報紙「社協だより」を発行し、事業の紹介・案内・報告を行い、

活動を知っていただきます。
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（３）高齢者本人を主役とした介護予防の推進（地域支援事業の推進）

■現状と課題

高齢者人口が年々増加しているため、要支援・要介護認定者の総数も徐々に増加してい

ますが、要支援・要介護と認定される割合は、平成 25 年度以降 17％台前半で安定して

おり、これまで進めている介護予防事業への取組みが、一定の成果となって表れていると

考えられます。

引き続き、高齢者及びその支援のための活動に関わる市民を対象とした介護予防活動の

普及・啓発を行い、地域における自発的な活動の育成・支援を充実させて、介護予防に向

けた取組みが、市民主体で実施される地域づくりを推進し、認定率の改善を目指す必要が

あります。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○地域の高齢者を把握します。

○市や社会福祉協議会が行う介護予防事業に、仲間を誘って参加します。

○高齢者が介護予防事業に参加しやすいように、できる範囲で支援をします。

施 策 名 取組みの内容

介護予防事業の推

進

○介護予防普及啓発事業の推進

高齢者を対象に、介護が必要な生活にならないよう、適切な介護

予防を行い、住み慣れた地域でできる限り、自ら活動的で生きがい

のある生活が送れるよう支援します。

現在の健康自立度・生活機能を維持していただくために、地域包

括支援センターが主体的に介護予防の教室や相談事業等の介護予

防普及啓発事業を実施します。また各町会等で計画・実施する介護

予防事業を支援します。

○地域における市民主体の介護予防活動の育成・推進

誰でも一緒に参加することのできる市民主体の介護予防に資する

通いの場等の活動を支援し、人と人とのつながりを通じて、参加者

や通いの場が継続的に拡大していく地域づくりを推進します。

○市民主体のサロン事業の推進

身近な場所で頻繁に誰もが気軽に楽しめる市民主体のサロン活動

を推進し、孤立予防・介護予防を図ります。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

介護予防事業の推

進

○生活支援コーディネーター業務の実施

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目

的とし、地域において生活支援等の体制整備に向けた調整役として

「生活支援コーディネーター」を市の委託により配置します。

関係者のネットワークや既存の取組み・組織等も活用しながら、

関係者間の連携の強化や資源開発、地域の支援ニーズとサービス提

供主体との調整を行い、地域における生活支援・介護予防サービス

の提供体制の整備に向けた取組みを推進します。
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基本方針２ 福祉サービス施策の推進

（１）地域の子育て支援

■現状と課題

市では、すべての子どもや子育て家庭への支援のために、「子育てちちのきプラン」を

包含・継承した「秩父市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、施策を推進しています。

また、社会福祉協議会では、地域福祉活動計画の中の活動項目（2）「子育て・福祉教育支

援事業の取り組み」の中で、施策を推進しています。

アンケート調査では、子育て支援・少子化対策として「子育てと仕事が両立できる職場

づくり」が 41.7％の回答率で最も高く、「乳幼児医療費や保育料の負担軽減などの経済的

支援」が 32.2％で続いています。これらのニーズに応えるため、「秩父市子ども・子育て

支援事業計画」とともに、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」を

施策の方向に掲げた「デュエットプランちちぶ（秩父市男女共同参画計画）」が着実に成

果をあげることが求められます。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○地域の子どもと子育て家庭を把握します。

○地域全体で子育てを応援します。

○子育て中の人は、子育てに関する講演会や交流会に積極的に参加します。

施 策 名 取組みの内容

総合的な子育て支

援体制づくり

○誰もが安心して子育てできる、地域で支える子育て支援体制の整備

少子化や女性のライフスタイルの多様化、厳しい経済情勢等によ

り働く女性が増加しており、女性が働き続けることができる社会的

支援が求められています。また、子どもを自宅で育てている場合に

は、家族構成の変化や地域のつながりが希薄になってきたこともあ

り、育児の悩みなどを気楽に相談できる環境が地域で失われてきて

います。

そのような中で、市民だれもが安心して子育てができるよう町会

をはじめとした地域住民組織や地域子育て支援センター等の関係機

関による、子育てを支える仕組みつくりと子育てにかかわる福祉サ

ービス等の施策を推進します。
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施 策 名 取組みの内容

総合的な子育て支

援体制づくり

○「親育ち」を実感しながら安心と喜びをもった子育て支援体制の

整備

次代を担う子どもやその家庭に対する支援については、子どもの

幸せを第一に考え、個人・地域・行政でできることを理解し、共に

子育てを支援し合うまちづくりが必要です。子育てをする人がその

喜びを実感できるために、地域社会の支援を充実し、市民と地域と

行政の支援ネットワークの確立を目指します。

○子育て世代包括支援センター設置の検討

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対する総合的

な相談体制の整備を検討します。

○小児救急医療体制の充実

秩父郡市医師会と連携し、平日夜間の小児救急医療体制の充実に

努めます。

○思春期保健対策の充実

思春期保健対策として、学校、地域、家庭における健康教育の充

実を図り、自ら健康管理ができるよう正確な情報を提供するととも

に、相談業務に従事する専門職の資質の向上、確保に努めます。

子どもを取り巻く有害環境である喫煙や薬物等に関する防止教育

を推進します。

保育所施設等のサ

ービスの充実

○「一時保育」や「延長保育」の充実

子育て支援に対する市民の高い要望に応えるため、保育サービス

として一時保育や延長保育の充実を図ります。

○地域のニーズに合った「病児保育」や「休日保育」の検討

子育て支援に対する市民の高い要望に応えるため、病児保育や休

日保育の実施などについて検討していきます。

○ファミリー・サポート・センター事業の充実

子どもの預かりや保育所への送迎など、市民全体で子育てを支え

る「ファミリー・サポート・センター事業」について、すべての家

庭が気軽に利用できる制度として充実を図ります。

子育てネットワー

クの形成

○子育てに関する相談窓口である「地域子育て支援センター」の充実

育児サークルの育成や地域の子育て相談などを支援している地域

子育て支援センターの充実を図ります。

○「児童館」や「子育てサロン」の充実

保護者同士が気軽に集まり、子育てに関する情報交換や交流が図

れる場の充実を図ります。

○「食育」の推進

乳幼児期からの発達段階に応じた「食育」に関する情報提供や学

習の機会の充実を図ります。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

子育てネットワー

クの形成

○すくすく親子教室の開催

未就学児を子育て中の保護者が安心して参加できるイベントや親

子で遊べるスペースを提供し、子育てをしているたくさんの方がふ

れあえるよう努めます。

秩父市で行われている先進的取り組みをご紹介します！ その２

「ｃｏｌｏｒ‘ｓ ～ カラーズ」

「ねんねの赤ちゃんは児童館へ行くのはまだ早い」

「家にこもっていたママは外でリフレッシュしたい」

「育児の話をだれかとしたい」

秩父市在住のママたちが 2010年夏に始めた color'sは、

そんな０～1 歳までの赤ちゃんとママを対象に、月１回、

野坂町にある秩父札所 12 番野坂寺で、大好評のベビー

マッサージやベビーヨガ、ベビーリトミック、ベビーホットフラ、絵本の読み聞かせ、プロの講師

による講習会やテーマごとのトークタイム（親学ミーティング）など、盛り沢山で楽しいイベント

を企画・開催している、秩父市社会福祉協議会に登録した「ボランティア団体」です。
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（２）地域の障がい者支援

■現状と課題

障がいのある人の支援のために市では、地域福祉計画が包含する「障がい者福祉計画・

障がい福祉計画」を策定し、施策を推進しています。また、社会福祉協議会では、地域福

祉活動計画の中の活動項目（5）「高齢者・障がい児者事業の推進と展開」の中で、施策を

推進してきました。また、平成 25 年に制定された「障害者差別解消法」では、国の行政

機関や地方公共団体での「障害を理由とする不当な差別的取扱い」や「障害者への合理的

配慮の不提供」が禁止とされ、平成 28 年 4 月から施行されています。

こうした新たなに法律で決められた事項なども含め、障がいのある人への支援を更に充

実させることが、求められています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○地域で暮らす障がい者を把握します。

○「障がい」や「障がい者」について理解を深め、地域にどんな「バリア」があるか、点

検してみます。

○「心のバリアフリー」を意識し、人権を大切にします。

施 策 名 取組みの内容

障がい者自立支援 ○障がい福祉サービス提供体制の充実

ノーマライゼーションの理念の下、障がいの種別、程度を問わず、

障がい者が自ら地域で自立した生活ができるよう、必要とする障が

い福祉サービスその他の支援を受け、障がい者の自立と社会参加の

実現を図っていくことを基本として、障がい福祉サービスの提供基

盤の整備を進めます。

障がい者を支える

基盤づくり

○障がい者の生活を地域全体で支える仕組みづくり

障がい者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といっ

た課題に対応したサービス提供基盤を整えるとともに、障がい者の

生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域にお

けるサービス拠点づくり、NPO 等による福祉サービスの提供など、

地域の社会資源を最大限活用し、基盤整備を進めます。

障がいのある人もない人も尊重し合って共に暮らせるよう、障が

い者に関する正しい理解やサービス・制度に関する情報提供を促進

し、広報・啓発に努めます。また、共生社会の実現に向け、交流の

機会を充実します。

障がい者の社会参

加の促進

○地域での障がい者の生活の質の向上

障がい者やその家族の社会参加活動と、コミュニケーション、文

化、レクリエーション行事への参加、スポーツ活動の自己表現等を

通じて、生活の質の向上が図られるよう条件整備に努めます。
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施 策 名 取組みの内容

障がい児に対する

支援体制の整備

○乳幼児に対する支援

乳幼児の健全育成に努めることを目的に、乳幼児健康診査等で支

援が必要と認められた乳幼児及び保護者に対し、乳幼児の発達の促

進等を図ることや、保護者の子育て支援を行うため、理学療法士、

言語聴覚士、臨床心理士等による相談事業の充実に努めます。

○療育体制の整備

学校、学童保育室に通う障がい児に対して適切な保育・指導を提

供し、一人ひとりの障がいの状況、発達段階及び特性に応じたきめ

細かな指導に努めます。また、発達につまずきがあったり、障がい

のある幼児に対しては、その年齢や状態に応じた療育をするため「星

の子教室」等での継続的な支援に努めます。

○福祉・保健・医療の連携

障がい者の支援には、様々な分野が連携し、協力することが重要

です。障がい者本位のサービス体制を整備していくため、福祉・保

健・医療等の分野の連携を図るとともに、総合的なサービスが提供

できるシステムの検討と導入を目指します。

障がい者支援ネッ

トワークの形成

○相談支援体制の充実

障がい者やその家族の相談を、地域住民や民生委員・児童委員、

障がい者施設、警察、医療機関、各種相談員、社会福祉協議会等が

受け、施設や相談支援機関、地域の民生委員・児童委員と行政、保

健センター、保健所等が連携して問題解決にあたる相談支援体制の

充実を図ります。

○専門機関との連携強化

障がい者やその家族からの相談について、状況に応じて専門機関

や関係機関で情報を共有し、連携した支援を推進します。



68

■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

障がい者自立支援 ○福祉サービス利用支援事業（あんしんサポートねっと）の実施

判断能力に不安のある方に福祉サービスの相談や手続き支援、日

常的な金銭の管理を行い、安心して日常生活が送れるようにします。

○成年後見制度推進事業の実施

判断能力の低下により悪徳商法の被害や金銭搾取などの犯罪が社

会問題となっている中、成年後見制度を活用し、その方が安心して

暮らせる社会づくりを進めます。

○生活福祉資金貸付事業の実施

秩父市福祉資金、生活福祉資金により支援が必要とされる世帯に

対し貸付を行います。

障がい者を支える

基盤づくり

○障がい者居宅介護等事業所の経営

障害者総合支援法に基づく指定事業所として、障害福祉サービス

及び地域支援事業を実施します。

障がい者の社会参

加の促進

○であいの広場の開催

障がいのある人もない人も共にふれあい語り合え、誰もが参加で

きるイベントとして「であいの広場」を開催します。

○障がい児・者バスハイクへの協力

障がい児（者）が外出する機会を設けるため、ボランティア団体、

や当事者団体などが合同で企画しているバスハイクに協力します。

○外出支援サービス事業の実施

身体的な障がいがあるため病院や公共施設等に外出することが困

難な方に、外出の機会を提供できるよう送迎車両を運行します。

●であいの広場
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障がい者支援ネットワーク

相談支援内容

・福祉サービスの
情報提供

・介護相談
・日常的生活支援
・専門機関との

連携・協力

障がいに関わる
問題対応

施設
相談支援機関
地域の
民生委員・児童委員

福祉部・
各総合支所窓口

保健センター
保健所

地域住民

民生委員・児童委員

障がい者施設

警察

医療機関

各種相談員等

社会福祉協議会

障がい者
・

家族

状況に応じて
関係機関と対応調整

障がい者の
状況把握

支援

発見

相談

連携
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（３）地域の高齢者支援

■現状と課題

高齢者の支援のために市では、地域福祉計画が包含する「高齢者福祉計画・介護保険事

業計画」を策定し、施策を推進しています。また、社会福祉協議会では、障がい者支援と

同様に、地域福祉活動計画の中の活動項目（5）「高齢者・障がい児者事業の推進と展開」

の中で、施策を推進してきました。

これらの計画についても計画推進のサイクルを回し、施策の効果を高めていくことが重

要となっています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○地域で暮らす高齢者を把握します。

○地域で高齢者の見守り活動を組織的に進めます。

○高齢者の生きがいづくり活動に積極的に参加したり、参加を呼びかけたりします。

施 策 名 取組みの内容

高齢者の生きがい

づくりと健康づく

りの推進

○敬老事業、生涯学習活動、スポーツ・レクリエーション活動の推進

高齢者の生きがい活動の推進として、敬老事業や生涯学習活動、

スポーツ・レクリエーション活動の充実を図ります。また、老人ク

ラブ活動等の自主的活動の支援を行います。

市民全員による高

齢者等の見守り支

援の推進

○ふれあいコール事業などの高齢者の見守り・声かけ運動の推進

ひとり暮らし高齢者・重度障がい者等に対しての安否確認ならび

に緊急時の対応を行うために、高齢者の見守り活動・声かけ活動を

推進します。

安心して暮らすた

めの在宅福祉サー

ビスの推進

○在宅福祉サービスの推進

在宅で生活している高齢者が安心して暮らすため、緊急通報シス

テムや配食サービス等の在宅福祉サービスを推進します。

施設の整備・活用 ○利用しやすい環境の整備

入所（入居）施設として市内には養護老人ホーム、生活支援ハウ

スが整備されています。また、利用施設としては老人福祉センター、

福祉交流センター等が整備されています。

今後の需要意向に対応しながら、関係機関と連携し整備を進めて

いきます。

介護保険サービス

等の推進

○介護保険事業計画に基づくサービスの推進

要介護者等が可能な限り住み慣れた地域で、施設、在宅を問わず本人

が選択した環境により、必要なサービスが提供できるよう推進してい

きます。
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施 策 名 取組みの内容

介護保険サービス

等の推進

○介護サービスの給付適正化

介護保険制度は老後を支える基礎的な社会システムとして定着し

ている一方で、提供される介護サービスが真に所期の効果をあげて

いるかとの観点から、介護給付の適正化を行います

健康増進事業や介

護予防事業の充実

○生活習慣病予防・その他健康に関する正しい知識の普及啓発

健康的な生活習慣の実践ができる環境づくりのため、健康教室や

健康相談を実施します。

○ちちぶお茶のみ体操（通称：茶トレ）の普及

「ロコモティブシンドローム」（運動器症候群）の発症を予防し、

住み慣れた地域でいきいきとした生活をいつまでも送れるよう、「ち

ちぶお茶のみ体操（通称：茶トレ）」の普及を進めます。

地域包括支援セン

ターの充実

○相談支援体制の充実

地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で安心して

その人らしい生活を継続していくことができるようにするために、

どのような支援が必要かを幅広く把握し、相談を受け、介護保険サ

ービス以外の適切なサービス、機関又は制度の利用につなげていく

などの支援を行います。

○地域における市民主体の介護予防活動の育成・支援

地域に指導者を養成して、地域における市民主体の介護予防活動

を推進し、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続

的に拡大していく地域づくりを推進します。

社会福祉協議会の

充実

○住民組織やあらゆる福祉事業関係者の組織化の推進

社会福祉協議会は、地域福祉に関するネットワークの中心的存在

であり、重要な担い手の一つです。社会福祉協議会が住民組織やあ

らゆる福祉事業関係者の組織化を進め、連絡調整機能を十分に発揮

するよう支援します。

○民間では困難な福祉サービス提供の推進

民間では対応が困難な福祉サービスを提供することができるよう

支援します。

高齢者支援ネット

ワークの形成

○多職種連携の推進

高齢者やその家族の支援のために、行政や地域包括支援センター、

在宅介護支援センター、社会福祉協議会、心配ごと相談所などの相

談機関と、医療機関、薬局、消防、警察などの関係機関などの多職

種が連携した高齢者支援のネットワークを構築します。

○ちちぶ版地域包括ケアシステムの推進

秩父地域１市４町の保健・医療・介護・福祉の関係者と町会や民

生委員・在宅福祉員等地域の皆さんと警察や消防・行政が連携した

「ちちぶ版地域包括ケアシステム」を推進します。



72

■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

高齢者の生きがい

づくりと健康づく

りの推進

○ふれあいサロン活動への助成

高齢者・障がい者（児）及び子育て中の親などが、地域の中で孤

独にならないよう、誰もが気軽に参加できるサロンを社協支部で開

催した際の費用を助成します。

○シルバー独身者会食等・茶話会の実施

在宅福祉員の協力を得て、70 歳以上のひとり暮らし高齢者が地

域とつながり、孤独感の解消を図りながら外出の機会を促す会食

等・茶話会を実施します。

安心して暮らすた

めの在宅福祉サー

ビスの推進

○住民参加型ホームヘルプサービス事業の実施

介護保険などでは補えない、制度の谷間を埋めるサービスとして

実施します。

○外出支援サービス事業の実施

病院や公共施設等に外出することが困難な方に、外出の機会を提

供できるよう送迎車両を運行します。

施設の整備・活用 ○総合福祉施設羊山センター運営

健康で文化的な生活の推進を図り、福祉の増進に寄与するための

センターを運営します。



73

施 策 名 取組みの内容

介護保険サービス

等の推進

○居宅介護支援事業所の経営

居宅介護支援事業所を運営し、関係市町、地域の保健・医療・福

祉サービスとの連携を図り、総合的なサービス計画を作成します。

他のサービス等で対応が難しいケースや他の事業所で補いきれな

い部分に関して、できる限りの対応を試み、よりよいサービスを提

供するため、介護保険に関する相談窓口の設置等を推進します。

○訪問介護事業所の経営

要介護者等の心身の状況を踏まえて、その利用者に応じ、自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴介助・排泄介助などの身

体介助や、買い物・調理・掃除・洗濯などの生活援助を行います。

関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総

合的なサービス計画を作成します。

高齢者支援ネット

ワークの形成

○家族介護者交流会の開催

高齢者等を介護する方（介護者）が介護の負担を軽減するための、

介護者交流会を開催します。

●シルバー独身者会食等・茶話会
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（４）地域の健康づくり支援

■現状と課題

生活習慣病を予防し、「健康寿命」を延ばすことが求められています。市では、秩父市

健康づくり計画「健康ちちぶ21（第2次）」を策定し、市民の健康づくりを支援していま

す。この計画では、市民一人ひとりが自身の健康に責任を持ってその維持・向上に取り組

むだけでなく、「健康を支え、守るための社会環境の整備」を柱の一つとして、「健康を支

え・守る地域社会づくり」を目指し、秩父市健康づくり推進協議会による主体的な活動の

推進の他、市内の健康づくり関連団体による活動を推進する等、市全体で健康づくり活動

への支援を推進しています。

すべての市民が健康寿命を延ばし、元気で自立した生活を長く続けることができるよう、

健康を支える地域社会づくり活動への支援を継続することが、求められています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○定期的に健康診査を受け、自分の健康状態を確認します。

○健康づくりに関心を持ち、健康づくり活動に参加します。

○かかりつけ医・かかりつけ歯科医を持ちます。

施 策 名 取組みの内容

地域の健康づくり

支援

○各種事業による健康づくりの推進

市民の健康づくりと健康意識の高揚のため、健康推進員、秩父郡

市医師会、秩父郡市歯科医師会その他の関係団体等の協力のもとに

保健センターまつりを実施し、楽しい交流を通じて健康で充実した

人生づくりの知識の普及に努めます。

公民館や福祉交流センター、地区の集会所等において、食生活改

善推進員・健康推進員等の協力のもとに生活習慣病予防のための事

業を実施し、生活習慣の改善を図り、市民の健康づくりを推進しま

す。
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（５）地域の生活困窮者支援

■現状と課題

生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活保護に至る前の生活困窮者に、就労支援や住

宅確保給付金等の必要な自立支援を行うため、市役所内に自立相談支援機関を設置し、相

談支援を行っています。

生活困窮者の中には、単に経済的な問題だけでなく引きこもりやＤＶ被害など、様々な

問題を複合的に抱えている人も多いことから、庁内各部署や教育委員会、学校、ハローワ

ーク、民生委員・児童委員、町会、社会福祉協議会などと連携し、包括的に支援をしてい

く必要があります。

また、新たな社会資源の創出や地域支援ネットワークの構築などによる就労先の開拓や

社会参加の場づくり等も必要です。

さらに、ここ数年子どもの貧困が社会問題となっていますが、その実態把握を進め、関

係機関や民間団体・事業者などと連携を図り、総合的に対策を講じていく必要があります。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○生活困窮者自立支援制度への理解を深めます。

○地域における生活困窮者の把握、見守り、自立相談支援機関との連携を図ります。

施 策 名 取組みの内容

制度の周知・相談

支援体制の充実

○生活困窮者自立支援制度や自立相談支援機関の周知

支援を必要とする方が制度につながるよう、生活困窮者自立支援

制度や市役所内に設置した自立相談支援機関における支援内容につ

いて、市の広報や市ホームページなどの媒体や関係機関との連携に

より市民の皆さんに周知を図ります。

○自立相談支援機関の充実・他部署及び他機関との連携強化

生活保護に至る前の早期段階から支援できるよう、また、ニーズ

に応じた支援が計画的かつ継続的に提供できるよう、相談支援員や

就労支援員など自立相談支援機関のスタッフの確保・充実を図ると

ともに、庁内各部署や教育委員会、学校、ハローワーク、民生委員・

児童委員、町会、社会福祉協議会など関係機関との連携強化を図り

ます。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

生活困窮者自立支

援事業の推進

○住宅喪失の恐れのある人に住居確保給付金の支給

離職により住宅を失った又はその恐れがある人に対し、一定期間

住居確保給付金を支給します。

○中高生に対する学習支援事業の実施

生活困窮世帯の中学生の高校進学や高校生の中退防止を図り、貧

困の連鎖を防ぐため、中高生に対する学習支援を実施します。

○ハローワークと連携した就労支援の実施、就労先の開拓

一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を目的として、

早期の一般就労が難しい人に対し、生活訓練や社会訓練、就職活動

に向けた技法や知識の習得などの支援を実施します。

ハローワークと連携を図り、就労体験や福祉的就労の場を確保す

るため、企業開拓を行います。

○一時的な衣食住の確保

住居を失った生活困窮者に対し、新たな住居が見つかるまでの一

定期間、宿泊場所や衣食の提供を行います。

こどもの貧困対策 ○子どもの貧困に関する実態把握

教育委員会や関係機関と連携を図り、子どもの貧困に関する実態

把握とニーズの把握を進めます。

○関係機関や民間団体・事業者との連携による総合的な対策の検討

子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのない

よう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、関係機

関と連携を図りながら総合的に対策を検討していきます。

施 策 名 取組みの内容

生活困窮者に対す

る緊急時の支援

○彩の国あんしんセーフティネット事業やフードバンクなどを活用

した緊急時の現物給付

深刻な生活困窮状態に陥り、緊急に食糧支援や現物給付が必要な

方に対し、自立相談支援機関と連携を図り、彩の国あんしんセーフ

ティネット事業やフードバンクなどを活用して緊急支援を行いま

す。

○福祉資金の貸付

秩父市福祉資金、生活福祉資金により支援が必要とされる世帯に

対し貸付を行います。
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（６）地域連携体制整備の推進

■現状と課題

地域での生活課題は少子高齢化や核家族化の進行、非正規の雇用や長時間の就労などに

よるストレスなど、様々な要因によって複合化、複雑化してきています。特に、配偶者等

への DV（ドメスティックバイオレンス）やストーカー行為、高齢者、障がい者、幼児・

児童への虐待等については個別支援での解決は困難で、専門機関と連携をとった対応が不

可欠となっています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○虐待や DV について相談できる先、相談機関を知ります。

○地域で異変に気がついた時には、関係機関へ通報したり、相談したりします。

施 策 名 取組みの内容

地域連携体制整備

の推進

○市民・事業者の協力体制の整備

市民の生活課題には、高齢者や障がい者、児童などそれぞれの個

別支援で改善できるものもありますが、家庭には家族の介護や子育

ての問題のほか、配偶者からの暴力や青少年の問題など、それぞれ

の問題が相互に複雑に絡んでいる場合も少なくありません。また、

核家族化に伴い今日では、扶養や介護をめぐる問題も複数世帯にま

たがるという難しい状況が見受けられます。こうした状況に対応す

るためには、家族の協力に自ずと限界もあることから、市民や事業

者の理解による協力体制の整備を推進します。

○関係行政機関の連携・協力体制の推進

市民の複雑で困難な問題解決のために、関係行政機関が連携・協

力し、総合的な課題解決に向けた取組みを推進します。
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基本方針３ 福祉サービス利用者の権利擁護の推進

（１）福祉サービス苦情解決の推進

■現状と課題

福祉サービスの利用者とサービスを提供する事業者との関係は、本来対等であるべきで

すが、実際には利用者の立場が弱く、提供されるサービスの内容に問題があっても、当事

者間での解決が困難となる場合が見られます。そのような場合に、利用者からの苦情を受

け付け適切な解決につなげる相談・支援体制を整えることは、利用者の権利を守るために、

極めて重要なこととなっています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○ケアマネジャーに相談できる関係を持ちます。

○困ったことやわからないことがあったら、周りの人に相談します。

○福祉サービス提供事業者は、利用者との話し合いを持ちます。

○利用者が苦情を申し出しやすい環境をつくります。

施 策 名 取組みの内容

苦情解決の推進 ○相談体制の充実

福祉サービスに関する苦情は、まず利用者と事業者との間で解決

されることが望ましく、事業者自ら適切な解決に努めなければなり

ませんが、解決に至らなかった苦情については、利用者の立場や特

性に配慮し、適切に対応するために、福祉に対して理解の深い有識

者で構成する第三者委員を置き、円滑な苦情解決に努めます。

また、この制度について、市民への一層の周知を図るとともに、

有効活用がなされるよう環境づくりを推進します。
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（２）日常生活自立支援事業の推進

■現状と課題

社会福祉協議会では、日常生活を送るために必要な判断能力が不十分な方が、地域にお

いて自立した生活が行えるようにするための福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管

理を行う、「日常生活自立支援事業」を行っています。

契約により福祉サービスが選択される現在、事業の周知と普及を促進することが重要と

なっています。

■地域が取り組むこと

■社会福祉協議会が取り組むこと

○社協だよりなどを通じて、日常生活自立支援事業の内容を知ります。

○地域で判断能力が十分でない人がいたら、事業を紹介します。

施 策 名 取組みの内容

日常生活自立支援

事業の推進

○福祉サービス利用支援事業（あんしんサポートねっと）の実施

判断能力に不安のある方に福祉サービスの相談や手続き支援、日

常的な金銭の管理を行い、安心して日常生活が送れるようにします。
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（３）成年後見制度の利用支援

■現状と課題

市では、判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所から選任された代理人が財産管

理や契約の締結などを行う成年後見制度について、認知度は必ずしも高くありません。制

度を必要とする人が、必要な時に活用できるよう、その周知に努め、利用の促進を図るこ

とが必要です。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

■社会福祉協議会が取り組むこと

○市の広報や社協だよりなどを読み、成年後見制度について理解を深めます。

○成年後見制度を地域で話題にし、制度を知る人を増やします。

○成年後見制度を必要とする人がいたら、制度と窓口を紹介します。

施 策 名 取組みの内容

成年後見制度の利

用支援

○成年後見制度の周知・普及啓発

判断能力が不十分な人が地域で自立して生活していくためには、

社会福祉施設等への入退所契約などの法律行為を行うことが必要な

場合や、悪徳商法などの被害に遭うことのないよう本人を保護し、

支援する必要があるため、成年後見制度の周知・普及に努めます。

○成年後見制度の利用促進

本人に判断能力がなく、親族もいない場合には、市長が家庭裁判

所への後見人付与の申し立てを代行するなど、成年後見制度の利用

の支援を行います。

審判に要する経費や成年後見人等への報酬を負担する能力のない

方には、その費用の全部又は一部を助成します。

施 策 名 取組みの内容

成年後見制度の利

用支援

○成年後見制度推進事業の実施

判断能力の低下により悪徳商法の被害や金銭搾取などの犯罪が社

会問題となっている中、成年後見制度を活用し、その方が安心して

暮らせる社会づくりを進めます。
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基本目標４ 安心して生活できる環境づくりの推進

基本方針１ 生活環境づくりの推進

（１）生活環境の整備

■現状と課題

市民が安心して生活できるためには、支援を必要とする人に対する声かけや見守りなど

の地域における福祉活動に加え、高齢者や障がいのある人が不便や障壁を感じることのな

いバリアフリーのまちづくりを進めることが必要です。また、ヒアリングでは地域の課題

として買い物難民の存在が指摘されており、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみで暮らす世

帯を中心とした交通弱者への対応が求められます。

更に、災害時に備えた体制の整備も進め、市民の安心感の醸成につなげることも重要と

なっています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○日ごろから、隣近所と災害時の話をします。

○公園など公共の場所は自分たちできれいにします。

○自転車の放置をしないなど、ルールやマナーを守ります。

○地域の防災訓練に参加します。

○町会、民生委員・児童委員、消防団などが協力して、避難行動要支援者を支援する体制

を作ります。

施 策 名 取組みの内容

福祉のまちづくり

の推進

○ユニバーサルデザインの推進

高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児連れの人たちなどすべての市

民が安心して生活を送るためには、住宅や生活環境の整備を促進す

る必要があります。スーパーマーケット、金融機関など社会生活を

営む上で利用する機会の多い公共的建築物については、関係機関の

理解と協力を積極的に求め、ユニバーサルデザインの推進や、バリ

アフリー化に向けた改善・整備の促進に努めます。

○障がい者に配慮された歩行空間の創出

新たに整備を行う道路については、「埼玉県福祉のまちづくり条

例」に基づき、障がい者に配慮された歩行空間の創出を図ります。

安心で快適な生活

基盤の充実

○高齢者・障がい者等に配慮された公園空間の整備

新たに整備する公園については、「埼玉県福祉のまちづくり条例」

に基づき、高齢者や障がい者に配慮された公園空間の創出を図りま

す。既存の公園については、市民の要望を踏まえながら、改善の推

進を図ります。
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施 策 名 取組みの内容

公共交通機関の維

持強化

○誰もが利用しやすい公共交通の推進

身近に公共交通機関がなく、交通手段のない高齢者や障がい者の、

日常生活に必要な買物、通院等にかかる足の確保が重要な課題とな

っており、現在行われている外出支援サービスの充実を図ります。

また、平成 23 年から一部の地域で買物弱者対策として実施して

いる民間の買物乗合タクシーなど、デマンド交通を充実していきま

す。さらに、ちちぶ定住自立圏の中で、秩父地域全体で公共交通を

考え、既存の路線バスの再編成等をして、「誰もが利用しやすい公

共交通」の推進を図ります。

住宅環境の整備の

推進

○誰もが利用しやすい市営住宅の整備・改修の推進

高齢者や障がい者などすべての人が住み慣れた地域の中で快適で

自立した生活が営めるよう配慮した市営住宅の整備・改修を進める

ため、福祉部門と建築部門との連携を強化していきます。

災害時緊急時に備

えた体制の整備

○地域における防災訓練への参加促進

すべての市民に対し防災意識や防災知識の普及・啓発に努めると

ともに、災害時の減災のため、地域における防災訓練への参加を促

進します。また、市民の自主的な地域活動や防災活動の取組みを支

援します。

○避難行動要支援者に対する支援の充実

災害時等の避難において、支援が必要な人の避難行動要支援者名

簿への登録を促進し、登録者の支援体制を整えます。

○福祉避難所の整備

一般的な避難所では生活に支障が想定される要配慮者を滞在させ

るのが困難なため、福祉避難所の整備を推進します。

市民協働のまちづ

くりの推進

○セーフコミュニティの推進

科学的な根拠に基づいて、市民が一体となったまちづくりを推進

する仕組みである「セーフコミュニティ」を効率的かつ実効性のあ

る活動として継続していきます。

一口メモ

「セーフコミュニティ」

セーフコミュニティとは、世界保健機関（WHO）が推奨する「世

代や障がいの有無に関わらず、安全・安心に暮らせるまちづくりに継

続的に取り組む自治体等を国際的に認証する制度」のことで、秩父市

は平成 27 年 11 月に、国内で 11 番目の認証を受けました。
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■社会福祉協議会が取り組むこと

施 策 名 取組みの内容

福祉のまちづくり

の推進

○地域情報交換会の開催

地域の福祉関係者を中心として地域福祉活動に関する情報交換を

する場を設け、地域における福祉ニーズを把握し、解決できる方法

を地域で考えられる仕組みづくりに取り組みます。

安心で快適な生活

基盤の充実

○歳末たすけあい募金の配分

共同募金運動の一環として行われ、集められた募金を新たな年を

迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすた

めに、様々な福祉の支援活動へ重点的に配分します。

災害時緊急時に備

えた体制の整備

○災害ボランティアセンターの運営

大雪や地震などによる災害が発生した際、災害ボランティアセン

ターを設置します。

○災害ボランティア事前登録制度の実施

災害発生時に救援活動のボランティア希望する個人または団体が

事前に災害ボランティアとして登録し、災害発生時等における救援

活動を迅速かつ効果的に行うことができる体制を整えます。

○災害ボランティア講座の開催

災害発生時に円滑な活動が行えるよう平常時から災害について学

ぶ機会を設けます。
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（２）人材・福祉事業者の育成の推進

■現状と課題

都市部への人口流出や少子化により人口減少・高齢化が進行しており、アンケート調査

や福祉団体へのヒアリング結果からみても地域の大きな課題であることは明らかです。今

後の地域福祉活動を展開していくためにも対策を検討していく必要があります。

アンケート調査では、ほぼ 2 割の人が、地域福祉を推進するために必要なこととして、

「地域福祉を推進する地域リーダーの育成」を上げています。「リーダー」を発掘し、育

てるために、これまで福祉に関心がなかった人の中からも、福祉に興味を抱く人が生まれ

るきっかけを用意することが大切です。

また、多様化する市民の福祉ニーズにきめ細かく応えるため、民間の福祉事業者を育成

することが重要となっています。そのために、福祉事業者が必要とする情報の提供など、

事業に参加しやすい環境整備が求められています。

■地域が取り組むこと

■市が取り組むこと

○地域に関心を持ち、問題があればどうしたらよいかを日頃から考えます。

○福祉の人材育成、地域活動のリーダーの育成に努めます。

施 策 名 取組みの内容

人材育成の推進 ○人口減少や少子化対策の推進

「秩父市総合戦略」や「秩父市生涯活躍のまちづくり構想（秩父

版 CCRC 構想）」に基づいて、安定した雇用の創出などにより人口

流出を防ぐとともに新たな人の流れを創出するなど、人口減少や少

子化対策を推進します。

○福祉に対し興味を抱くきっかけづくりの推進

福祉は人づくりからと言われています。市民が安心して生活する

ためには、すべての人が日ごろから福祉に対する理解を深めるとと

もに、その機会が十分に与えられていることが必要です。

地域で身近な福祉活動を行う人材を発掘、育成し、地域で支え合

う活動に結び付けていくために、魅力のある養成講座を開催して参

加者を増やし、支援を必要とする人に、地域で適切な福祉サービス

を提供することができるよう、地域福祉活動を実施するボランティ

アから社会福祉事業従事者の専門職まで、幅広い人材の育成を推進

します。
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施 策 名 取組みの内容

人材育成の推進 ○地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャルワーカー）・

生活支援コーディネーターの養成・配置

地域福祉や介護保険、介護予防などにおける地域ネットワークづ

くりの中核となる地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシ

ャルワーカー）や生活支援コーディネーターを養成・配置します。

福祉事業者の育成

の推進

○福祉事業者間の連携体制の整備

多様化する市民の福祉ニーズに対して、行政や民間事業者だけで

なく、NPO 法人など多様な主体が事業に参加でき、連携する環境

が整備されていることが必要です。

行政の役割のあり方について、総合的な立場から見直しを図り、

民間事業者等の参入を容易にする情報提供を行い、福祉関連事業に

民間事業者や NPO 法人など幅広い事業者の参画と連携を促進しま

す。

○介護支援専門員への研修の実施

介護支援専門員の知識・技術の向上を目的に研修会を開催すると

ともに、介護支援専門員の連携と資質の向上を目的に設立された「介

護支援専門員連絡協議会」の活動を支援します。
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第５章 計画の推進と進捗の管理

１ 地域福祉の担い手と計画の推進体制

地域福祉は市民をはじめ、町会や地域で活動する福祉関係団体が担い手となって推進されま

す。それぞれの担い手には、以下の役割が期待されています。

（１）市民

地域福祉を推進するためには、市民が地域社会の一員としての自覚を持ち、自分たちの

地域について考え、手を携え、地域の行事に取り組んでいくことが第一歩となります。日

頃から、あいさつや身近な交流を実践し、コミュニケーションを図り、困ったときに助け

合える関係をつくっていくことが必要です。

（２）社会福祉協議会

社会福祉法により、地域福祉を推進するための中心的な役割を担う団体と位置付けられ

ており、市や関係機関・団体と連携し、市域全体の地域福祉活動をコーディネートすると

ともに、地域における福祉ニーズの把握や生活課題の解決に向けた取組みを推進する役割

があります。

（３）支部社会福祉協議会

本市においては、市内に 76 の支部社会福祉協議会が組織化され、地域の特色を踏まえ、

地域の各種団体や福祉施設、市民とともに協力し助け合いながら地域課題の解決を図る組

織として期待されています。

（４）町会

町会は、一定の地域に住む人たちが助け合いながら、住みやすい環境にしていくために

協力して自主的な取組みを展開しています。また、見守り活動や災害時の協力体制等の地

域活動においても、ますます大きな役割を担うことが期待されます。

（５）民生委員・児童委員

町会

民生委員・児童委員地区活動団体等

福祉サービス事業者
秩父市

社会福祉協議会

地域福祉の輪と担い手

市民

秩父市互助
共助

支部社会福祉協議会

連携

支援

支援
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厚生労働大臣の委嘱を受けた民生委員・児童委員は、地域福祉の最前線で、高齢者、障

がい者、母子等に対する福祉サービスの紹介や相談活動、児童虐待の発見や通報、避難行

動要支援者等、様々な活動に取り組んでいます。

また、行政等の関係機関と市民とのパイプ役や、身近な相談相手としてだけでなく、地

域福祉活動推進役としても、大きな期待が寄せられています。

（６）福祉サービス事業者

地域における社会福祉法人等は、その施設利用者への福祉サービスの提供とともに、地

域への貢献の使命を帯びています。施設の地域交流スペースの地域への開放や、福祉避難

所としての機能の役割、更に社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり、無料又は低額

な料金で福祉サービスを提供することも責務とされています。

（７）地区活動団体

市民活動に対する市民の関心が高まり、ボランティアや NPO 法人の各種活動も広がり

を見せています。地域に根ざした活動はもとより、地域の枠にとらわれない地域福祉活動

の担い手としても、大きな活躍が期待されています。

また、老人クラブ、PTA、子ども会育成会等の地域の団体は、それぞれの目的の達成の

ために活発な活動を展開しており、それぞれの活動は、地域コミュニティの活性化に大き

く寄与するものです。

（８）行政

地域福祉計画の策定主体である行政は、市民に対する福祉の向上を目指し、効果的な福

祉施策を効率的・総合的に推進する責務があります。そのために、庁内における福祉に関

係する部署間をはじめ、市民、ボランティア・NPO 法人、福祉に関係する事業者や社会

福祉協議会などと相互に連携しながら、地域における福祉活動を支援していきます。
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２ 計画の進行管理

本計画の進捗管理は、計画の策定（P：Plan）、施策の推進（D：Do）、進捗の評価（C：

Check）、見直し・改善（A：Action）という各段階を順次踏みながら計画の実効性を高め

る PDCA サイクルで行います。

サイクルのポイントとなる C のステップでは、施策の実施状況を点検と必要な改善に関す

る協議を行い、次の A のステップにつなげていきます。

•施策の推進•施策の評価

•計画の策定•計画の見直し

Action Plan

DoCheck
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資料編

１ 計画策定の経過

年 月 日 内 容

平成２８年 ８月２５日

～ ８月３１日

第１回検討委員会

（電子会議）

市民アンケート調査の検討

平成２８年 ９月 ２日 第１回策定委員会 １ 委嘱式

２ 正副委員長の選任について

３ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の概

要について

４ 策定体制・スケジュールについて

５ 市民アンケート調査について

平成２８年 ９月１２日

～ ９月２８日

第２回検討委員会

（電子会議）

第２期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動

計画の検証作業について

平成２８年 ９月２３日

～１０月 ７日

市民アンケート調査 無作為抽出による20歳以上の市民を対象に

実施

配布 2,000 人、回収 1,001 人（回収率 50.1%）

平成２８年１０月１７日

～１０月２４日

福祉関係団体のヒア

リング調査

ヒアリングシートを送付し福祉関係団体の

課題・ニーズの調査

配布 49 団体、回収 31団体（回収率 63.6%）

平成２８年１２月 ７日

～１２月１２日

第３回検討委員会

（電子会議）

第３期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動

計画素案の検討について

平成２８年１２月１６日

～１２月２１日

第４回検討委員会

（電子会議）

第３期秩父市地域福祉計画・地域福祉活動

計画素案の確認について

平成２８年１２月２０日 第２回策定委員会 １ 委員の交代について

２ 市民アンケート調査等の結果について

３ 第３期秩父市地域福祉計画・地域福祉

活動計画素案について

４ パブリックコメントの実施について

平成２８年１２月２８日

～平成２９年１月２７日

パブリックコメント 市内公共施設 9か所及びホームページ上に

計画案を公表し、意見を募集

（意見…０件）

平成２９年 ２月 ３日

～ ２月１０日

第５回検討委員会

（電子会議）

第３期地域福祉計画・地域福祉活動計画

（案）の最終確認について

平成２９年 ２月２１日 第３回策定委員会 １ パブリックコメントの結果について

２ 第３期秩父市地域福祉計画・地域福祉

活動計画（案）について

３ 今後の予定について

平成２９年 ２月２４日 答 申
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２ 第３期秩父市地域福祉計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づく第３期秩父市地域福祉

計画（以下「第３期計画」という。）を策定するため、第３期秩父市地域福祉計画策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、第３期計画に関する必要な事項について調査研究及び協議を行い、計画案を策

定する。

（組織）

第３条 委員会は、１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)市議会議員

(2)学識経験者

(3)地域福祉等関係団体代表者

(4)福祉関係機関・施設代表者

(5)市民代表者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から第３期計画が策定される日までとする。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。

２ 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員の中から委員長が選任する。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 委員会は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意

見を求めることができる。

４ 会議は、公開とする。ただし、委員会が公開しないと議決をした場合は、この限りでない。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。

附 則

この要綱は、平成２８年８月５日から施行する。
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３ 第３期秩父市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 秩父市における地域福祉をさらに推進することを目的とし、社会福祉法人秩父市社会福祉協

議会(以下「法人」という。)が、第３期秩父市地域福祉活動計画(以下「第３期計画」という。)

を策定するため、第３期秩父市地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、第３期計画に関する必要な事項について調査研究及び協議を行い、計画案を策

定する。

（組織）

第３条 委員会は、１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、法人会長が委嘱する。

（１）市議会議員

（２）学識経験者

（３）地域福祉等関係団体代表者

（４）福祉関係機関・施設代表者

（５）市民代表者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から第３期計画が策定される日までとする。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。

２ 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員の中から委員長が選任する。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 委員会は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意

見を求めることができる。

４ 会議は、公開とする。ただし、委員会が公開しないと議決をした場合は、この限りでない。

（報酬及び費用弁償）

第７条 社会福祉法人秩父市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程は、適用しない。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、法人事務局地域福祉推進課において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。

附 則

この要綱は、平成２８年 ８月 ５日から施行する。
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４ 第３期秩父市地域福祉計画・秩父市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿

任期：平成 28 年 9 月 2 日～平成 29 年 3 月 31 日

◎…委員長 ○…副委員長

No. 職 名 氏 名 備 考

１ 秩父市議会議員
文教福祉

委員長
◎ 髙野 宏 (1)市議会議員

２ 秩父市町会長協議会 会長 ○ 小池 克三郎 (5)市民代表

３ 秩父郡市医師会 副会長 西 秀夫 (2)学識経験者

４ 秩父郡市歯科医師会 専務理事 勅使河原 靖史 (2)学識経験者

５ 埼玉県秩父福祉事務所 所長 羽生 公洋 (4)福祉関係機関・施設代表者

６ 埼玉県秩父保健所 副所長 小山 堅 (4)福祉関係機関・施設代表者

７
秩父市

民生委員児童委員協議会
会長

井上 時雄
(3)地域福祉等関係団体代表者

～平成 28 年 11 月 30 日

宮下 昭
(3)地域福祉等関係団体代表者

平成 28 年 12 月 1 日～

８ 秩父市在宅福祉員連合会 会長 町田 昭代 (3)地域福祉等関係団体代表者

9 秩父市老人クラブ連合会 会長

嶌田 富雄
(5)市民代表

～平成 28 年 11 月 30 日

多比羅 幸男
(5)市民代表

平成 28 年 12 月 1 日～

10 秩父子育て応援団 団長 池田 俊江 (3)地域福祉等関係団体代表者

11 秩父市赤十字奉仕団 委員長 根岸 きぬ子 (3)地域福祉等関係団体代表者

12
秩父市社会福祉協議会

支部長会
会長 安田 和輔 (3)地域福祉等関係団体代表者

13
秩父市障害者団体

連絡協議会
会長 深田 徳夫 (5)市民代表

14 秩父地区保護司会 会長 土橋 元孝 (3)地域福祉等関係団体代表者
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５ 第３期秩父市地域福祉計画・秩父市地域福祉活動計画検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づく第３期秩父市地域福祉

計画及び秩父市地域福祉活動計画（以下「第３期計画」という。）の策定にあたり、秩父市役所

（以下「市」という。）の関係部局及び秩父市社会福祉協議会（以下「社協」という。）の職員

により必要な事項を検討するため、第３期秩父市地域福祉計画・秩父市地域福祉活動計画検討委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

（１）第３期計画の策定に必要な調査研究及び協議検討を行うこと。

（２）前項に掲げるもののほか、第３期計画の策定に関し必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

２ 委員長は市福祉部長の職にある者、副委員長は社協事務局長の職にある者、委員は別表に掲げ

る職にある者をもって充てる。

３ 委員長は、会を主宰し、会務を統括する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることができる。

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第５条 委員会の庶務は、市福祉部社会福祉課、社協事務局地域福祉推進課において処理する。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年８月５日から施行する。

別表

○市職員

副市長、教育長、市長室長兼総合連絡調整幹、総務部長、財務部長、環境部長、市民部長、福

祉部長、保健医療部長、産業観光部長、地域整備部長、吉田総合支所長、大滝総合支所長、荒

川総合支所長、市立病院事務局長、会計管理者、教育委員会事務局長、議会事務局長

○社協職員

事務局長
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６ 第３期秩父市地域福祉計画・秩父市地域福祉活動計画検討委員会委員名簿

任期：平成 28 年 8 月 8 日～平成 29 年 3 月 31 日

◎…委員長 ○…副委員長

No. 所 属 部 局 職 名 氏 名

１ 秩父市 副市長 持田 末広

２ 秩父市 教育長 新谷 喜之

３ 秩父市市長室 室長兼総合連絡調整幹 髙橋 進

４ 秩父市総務部 部長 町田 恵二

５ 秩父市財務部 部長 福原 隆夫

６ 秩父市環境部 部長 小池 正一

７ 秩父市市民部 部長 横田 好一

８ 秩父市福祉部 部長 ◎ 岡田 啓介

９ 秩父市保健医療部 部長 笠原 明彦

10 秩父市産業観光部 部長 江田 和彦

11 秩父市地域整備部 部長 井上 雄二

12 秩父市吉田総合支所 総合支所長 新井 和美

13 秩父市大滝総合支所 総合支所長 加藤 伸之

14 秩父市荒川総合支所 総合支所長 藤代 元

15 秩父市立病院事務局 事務局長 風間 操

16 秩父市会計管理者 会計管理者 湯本 則子

17 秩父市教育委員会事務局 事務局長 新井 康代

18 秩父市議会事務局 事務局長 山岸 剛

19 秩父市社会福祉協議会事務局 事務局長 ○ 大沢 賢治
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７ 第３期秩父市地域福祉計画・秩父市地域福祉活動計画事務局名簿

任期：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

No. 所 属 職 名 氏 名

１ 秩父市役所 福祉部 部長 岡田 啓介

２ 秩父市役所 福祉部 次長 浅見 利春

３ 秩父市役所 福祉部社会福祉課 課長 小松 伸也

４ 秩父市役所 福祉部社会福祉課 主席主幹 石野 雅禎

５ 秩父市役所 福祉部社会福祉課 主査 加藤 康孝

６ 秩父市社会福祉協議会 事務局 局長 大沢 賢治

７ 秩父市社会福祉協議会 地域福祉推進課 課長 野口 健

８ 秩父市社会福祉協議会 地域福祉推進課 主査 今井 孝幸
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